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表紙*電子提供措置*

第67回
定時株主総会 招集ご通知

日 時
　

2025年５月27日（火曜日）
午前10時（午前９時開場予定）

場 所
　

ワールド本社ビル 26階
神戸市中央区港島中町六丁目８番１

パソコン・スマートフォン
からでも招集ご通知がご覧
いただけます。

招集ご通知がスマホでも！

https://p.sokai.jp/3612/

目 次
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当日ご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。
何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。

　

株式会社ワールド
証券コード：3612
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招集ご通知

証券コード　3612
2025年5月2日

株 主 各 位
神 戸 市 中 央 区 港 島 中 町 六 丁 目 ８ 番 １

株 式 会 社 ワ ー ル ド
代表取締役　社長執行役員 鈴 木 信 輝

【当社ウェブサイト】
　　https://corp.world.co.jp/ir/stock/meeting/

【株主総会資料　掲載ウェブサイト】
　　https://d.sokai.jp/3612/teiji/

第67回定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第67回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提
供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、いずれかのウェブ
サイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

　当日ご出席されない場合は、インターネット等又は書面（郵送）によって議決権を行使することができます
ので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討のうえ、2025年5月26日（月曜日）午後5時までに議決権を
行使してくださいますようお願い申しあげます。

敬 具

－ 1 －



2025/04/29 16:17:39 / 24174107_株式会社ワールド_招集通知_電子提供措置用

招集ご通知

１．日　　時 2025年5月27日（火曜日）午前10時（午前９時開場予定）
２．場　　所 神戸市中央区港島中町六丁目８番１

ワールド本社ビル　26階
（末尾の株主総会会場ご案内略図をご参照ください。）

３．会議の目的事項
報告事項 １．第67期（2024年3月1日から2025年2月28日まで）事業報告、連結計算書類並び

に会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件
２．第67期（2024年3月1日から2025年2月28日まで）計算書類報告の件

決議事項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款の一部変更の件
第３号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）６名選任の件
第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件
第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
第６号議案 株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

４．招集にあたっての決定事項（議決権行使についてのご案内）
　⑴書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がな
　　い場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。
　⑵インターネット等により複数回、議決権を行使された場合は、最後に行われた議決権行使を有効なも
　　のとしてお取り扱いいたします。
　⑶インターネット等と書面（郵送）により重複して議決権を行使された場合は、到着日時を問わず、イ
　　ンターネット等による議決権行使を有効なものとしてお取り扱いいたします。

以 上

記

－ 2 －
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招集ご通知

●　当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申し
　　あげます。
●　電子提供措置事項に修正が生じた場合は、前記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その
　　旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
●　書面交付請求をいただいた株主様には、電子提供措置事項を記載した書面をあわせてお送りいたしま

すが、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、お送
りする書面には記載しておりません。なお、会計監査人及び監査等委員会は次の事項を含む監査対象
書類を監査しております。

　　　　連結計算書類：「連結持分変動計算書」「連結注記表」
　　　　計算書類　　：「株主資本等変動計算書」「個別注記表」
●　本株主総会の決議結果につきましては、書面による決議通知のご送付に代えて、本総会終了後、イン
　　ターネット上の当社ウェブサイト（https://corp.world.co.jp/ir/stock/meeting/）に掲載させて
　　いただきます。

－ 3 －
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議決権行使についてのご案内

議決権行使についてのご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあげます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席される場合

インターネット等で議決権
を行使される場合

書面（郵送）で議決権を
行使される場合

議決権行使書用紙を会場受付にご提
出ください。

次ページのご案内に従って、議案に
対する賛否をご入力ください。

議決権行使書用紙に議案に対する賛
否をご表示のうえ、切手を貼らずに
ご投函ください。

開　催 行使期限 行使期限

2025年5月27日（火曜日）
午前10時（受付開始:午前9時）

2025年5月26日（月曜日）
午後5時入力完了分まで

2025年5月26日（月曜日）
午後5時到着分まで

議決権行使書のご記入方法のご案内
こちらに議案の賛否をご記入ください。

第３、４号議案

⃝ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 全員反対の場合 「否」の欄に〇印
⃝ 一部の候補者に反対の場合

「賛」の欄に〇印をし、
反対する候補者の番号を
ご記入ください。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

※議決権行使書用紙はイメージです。

見 本

第１、２、５、６号議案

⃝ 賛成の場合 「賛」の欄に〇印
⃝ 反対の場合 「否」の欄に〇印

・インターネット等及び書面（郵送）の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお
取り扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使として
お取り扱いいたします。

・書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の表示があったものと
してお取り扱いいたします。

－ 4 －
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議決権行使についてのご案内

インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力す
ることなく、議決権行使サイトにログインすることができま
す。

議決権行使
サイト https://evote.tr.mufg.jp/

　

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード

ログインID

仮パスワード

※‌�「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

見 本

見 本

議決権行使サイトにアクセスしてください。1

※操作画面はイメージです。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。3

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワー
ド」を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・仮パ
スワード」を入力

「ログイン」を
クリック

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 午前９時～午後９時）
機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

－ 5 －
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剰余金の処分の件

第１号議案 剰余金の処分の件

株主総会参考書類

議案及び参考事項

期末配当に関する事項
　当社は、配当に関しましては、将来の事業展開に備えた内部留保の充実と当社グループの業績に応じた株主
還元を総合的に勘案して決定することを基本方針としており、次のとおり第67期の期末配当をいたしたいと
存じます。

①　配当財産の種類
　　金銭といたします。
②　配当財産の割当てに関する事項及びその総額
　　当社普通株式１株につき金43円といたしたいと存じます。
　　なお、この場合の配当総額は1,465,025,351円となります。
③　剰余金の配当が効力を生じる日
　　2025年５月28日といたしたいと存じます。

－ 6 －
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定款の一部変更の件

第２号議案 定款の一部変更の件

現 行 定 款 変 更 案
（代表取締役及び役付取締役） （代表取締役及び役付取締役）
第１９条　（条文省略） 第１９条　（現行どおり）
　２　取締役会は、その決議によって監査等　

委員である取締役以外の取締役の中か
ら会長１名を定め、必要に応じ他の役
付取締役を定めることができる。

　２　取締役会は、その決議によって監査等
委員である取締役以外の取締役の中か
ら役付取締役を定めることができる。

（取締役会の招集者及び議長） （取締役会の招集者及び議長）
第２１条　取締役会は、法令に別段の定めがある

場合を除き、取締役会長がこれを招集
し議長となる。

第２１条　取締役会は、法令に別段の定めがある
場合を除き、あらかじめ取締役会にお
いて定めた取締役がこれを招集し議長
となる。

　２．取締役会長に事故があるときは、取締
役会においてあらかじめ定めた順序に
従い他の取締役が取締役会を招集し、
議長となる。

　２　前項において定めた取締役に事故があ
るときは、取締役会においてあらかじ
め定めた順序に従い他の取締役が取締
役会を招集し、議長となる。

１．提案の理由
　　取締役会の体制及び運営に柔軟性を持たせるため、取締役会長を必置の機関としないものとし、現行定
款第19条第２項の取締役会長を定める旨を削除するとともに、現行定款第21条に定める取締役会の招集
者及び議長を、あらかじめ取締役会の定めた取締役に変更するものであります。

２．変更の内容
　変更の内容は、次のとおりであります。

（下線は変更部分を示しております。）

－ 7 －
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取締役（監査等委員である者を除く。）6名選任の件

第３号議案 取締役（監査等委員である者を除く。）６名選任の件

候補者
番　号 氏　　名 現在の当社における地位及び担当等 取締役会

出席状況

1
すず
鈴

 

 
 

 
き
木

 

 
 

 
のぶ
信

 

 
 

 
てる
輝 再 任

　
代表取締役 社長執行役員 14回／14回

（100%）

2
なか
中 

ばやし
 林  

けい
恵

 

 
 

 
いち
一 再 任

　
取締役 副社長執行役員 11回／11回

（100％）

3
はた
畑

 

 
 

 
さき
崎

 

 
 

 
みつ
充

 

 
 

 
よし
義 再 任 取締役 14回／14回

（100％）

4
あお
青

 

 
 

 
き
木

 

 
 

 
ひで
英

 

 
 

 
ひこ
彦 再 任 社 外 独 立

　
取締役
取締役会議長（業務執行権のない取締役会長）

14回／14回
（100％）

5
つつみ
堤

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

は
 

ゆ
 

る 再 任 社 外 独 立
　
取締役 11回／11回

（100％）

6
おお
大

 

 
 

 
いし
石

 

  
 

 
 

 
 

 
りょう
良 新 任 社 外 独 立

　
－ －

　本総会終結の時をもって、取締役（監査等委員である者を除く。以下、本議案において同じ。）６名全員が
任期満了となります。つきましては、任意の指名・報酬委員会の推薦を経て、取締役会の決定に基づき下記の
取締役６名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、指名の手続きは適切であり、いずれ
の候補者も適任である旨の意見を得ております。

　取締役の候補者は次のとおりであります。

－ 8 －
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取締役（監査等委員である者を除く。）6名選任の件

候補者
番　号

氏　　名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1

再 任

すず
鈴

 

　
き
木

 

　
のぶ
信

 

　
てる
輝

(1974年８月23日生)

    1999年    3 月 アンダーセン・コンサルティング株式会社（現 アクセ
ンチュア株式会社）入社

    2004年    9 月 株式会社ローランドベルガー入社
    2010年    5 月 株式会社企業再生支援機構入社
    2012年    2 月 株式会社ボストンコンサルティング・グループ入社
    2012年    9 月 当社入社
    2014年    6 月 当社執行役員 SPARCS推進室 室長
    2015年    4 月 当社常務執行役員 構造改革本部 本部長
    2015年    10月 当社常務執行役員 構造改革本部 本部長

兼 国際本部 本部長
    2017年    4 月 当社グループ専務執行役員

グループ企画本部管掌
兼 D-GROWTH戦略本部管掌

    2018年    4 月 当社グループ専務執行役員
グループ戦略統括
兼 グループ企画本部管掌
兼 D-GROWTH戦略本部管掌

    2020年    6 月 当社代表取締役 社長執行役員（現任）

取締役会への出席状況  14回／14回（100%）

所有する当社株式の数  305,259株

取締役候補者とした理由

鈴木信輝氏は、当社入社後執行体制の中核メンバーとして、戦略の策
定と遂行を通じて結果を出し続けてまいりました。当社グループの戦
略と合致した知見を十二分に備えながら、その決断力をもってコロナ
禍での構造改革にもリーダーシップを発揮してきた人材であります。
当社グループが先進的企業であり続けるために、お客様のニーズに対
応しながら、ファッション産業に貢献するべく、引き続き当社取締役
として選任をお願いするものです。

　各候補者の略歴等は次のとおりであります。

－ 9 －
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取締役（監査等委員である者を除く。）6名選任の件

候補者
番　号

氏　　名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

2

再 任

なか
中

 

　
ばやし
林

 

　
けい
恵

 

　
いち
一

(1971年11月23日生)

    1995年    4 月 株式会社勧角総合研究所（現 みずほ証券株式会社）入
社

    1997年    10月 SBCウォーバーグ証券会社（現 ＵＢＳ証券株式会社）
入社

    2003年    7 月 株式会社産業再生機構入社
    2007年    1 月 フロンティア・マネジメント株式会社入社 執行役員
    2011年    11月 同社常務執行役員
    2013年    7 月 当社入社 執行役員 経営管理本部 副本部長
    2013年    12月 当社執行役員 経営管理本部 本部長
    2015年    4 月 当社常務執行役員 コーポレートプラットフォーム本部 

本部長
    2017年    4 月 当社グループ常務執行役員 グループ支援本部 本部長
    2018年    4 月 当社グループ常務執行役員 グループ財務統括 グルー

プ支援本部管掌 兼 株式会社ワールドインベストメン
トネットワーク 共同代表

    2020年    6 月 当社副社長執行役員 兼 株式会社ワールドインベスト
メントネットワーク 共同代表

    2024年    5 月 当社取締役 副社長執行役員（現任）
　　　　　　　株式会社ワールドインベストメントネットワーク 共同代表

株式会社ナルミヤ・インターナショナル取締役（現任）

取締役会への出席状況  11回／11回（100％）

所有する当社株式の数  310,054株

取締役候補者とした理由

中林恵一氏は、当社入社後執行体制の中核メンバーとして、主に財務
戦略の策定と遂行を通じて結果を出し続けてまいりました。過去の証
券アナリストやコンサルタントとしての経験も活かしながら、その実
行力をもってIPOやコロナ禍の財務対応でリーダーシップを発揮して
きた人材であります。当社グループが先進的企業として、株主や金融
機関、取引先、従業員といった全てのステークホルダーの満足を高
め、企業価値向上に貢献いただきたく、引き続き当社取締役として選
任をお願いするものです。

－ 10 －
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取締役（監査等委員である者を除く。）6名選任の件

候補者
番　号

氏　　名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

3

再 任

はた
畑

 

　
さき
崎

 

　
みつ
充

 

　
よし
義

(1963年２月４日生)

    1987年    3 月 旧株式会社ワールド入社
    1991年    6 月 同社取締役
    1996年    6 月 同社専務取締役 人事本部 本部長
    1999年    6 月 同社執行役員 第二世代ミドルミックスグループ

グループ長
    2002年    6 月 同社WEL スポーツカジュアルグループ グループ長
    2008年    4 月 当社WEL 企画戦略推進部 部長
    2013年    6 月 当社執行役員 経営支援本部 副本部長
    2017年    6 月 当社取締役（現任）

取締役会への出席状況  14回／14回（100%）

所有する当社株式の数  238,169株

取締役候補者とした理由

畑崎充義氏は、当社の事業から人事、管理にいたる幅広い豊富な経験
に加えて、業界団体やディベロッパーなどの対外的活動、渉外活動に
伴い各種団体での役職に就任し、幅広い人脈を有しております。当社
グループ及びファッション産業の発展に貢献するため、引き続き当社
取締役として選任をお願いするものです。

－ 11 －
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取締役（監査等委員である者を除く。）6名選任の件

候補者
番　号

氏　　名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

4

再 任 社 外  独 立

あお
青 　

き
木　

ひで
英 　

ひこ
彦

(1967年3月5日生)

    1989年    4 月 株式会社野村総合研究所入社 同社投資調査部
    1997年    1 月 米国 野村證券インターナショナル配属 同社調査部
    2000年    7 月 ゴールドマン・サックス証券株式会社入社

同社東京支店 調査部 ヴァイスプレジデント
    2005年    7 月 メリルリンチ日本証券株式会社（現 BofA証券株式会

社）入社 同社調査部
マネージング・ディレクター

    2017年    9 月 野村證券株式会社入社 同社エクイティ・リサーチ部
マネージング・ディレクター

    2020年    9 月 東京理科大学大学院 経営学研究科
技術経営専攻教授（現任）

    2021年    12月 加藤産業株式会社 社外取締役（現任）
    2022年    8 月 株式会社物流革命 社外取締役（現任）
    2023年    6 月 当社社外取締役（現任）
    2024年    5 月 当社取締役会議長（業務執行権のない取締役会長）（現任）

取締役会への出席状況  14回／14回（100%）

所有する当社株式の数  －

社外取締役在任期間  １年11ヶ月

社外取締役候補者とした
理由及び期待される役割

青木英彦氏は、国内外における小売・流通業界担当の証券アナリスト
としての豊富な経験に加えて、上場企業の社外役員の経験もあり、当
社業界にも精通しておられ、資本市場での業務経験も有しておられま
す。同氏の豊富な経験と知見を活かして、当社経営へのアドバイス及
び監督をいただき、当社の企業価値向上に貢献いただくことを期待
し、引き続き当社の社外取締役として選任をお願いするものです。

－ 12 －
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取締役（監査等委員である者を除く。）6名選任の件

候補者
番　号

氏　　名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

5

再 任 社 外  独 立

つつみ
堤 　　　はゆる

(1962年２月25日生)

    1987年    1 月 ブリティッシュ・カレドニアン航空入社
    1988年    4 月 ブリティッシュ・エアウェイズ入社
    1997年    9 月 スカイマークエアラインズ株式会社入社
    1998年    9 月 株式会社アルク教育社入社
    2002年    9 月 日本ロレアル株式会社入社
    2007年    3 月 株式会社リクルートエグゼクティブエージェント入社
    2012年    11月 株式会社ハユルコーポレーション 代表取締役
    2014年    5 月 株式会社ライフコーポレーション 社外取締役
    2020年    8 月 OFFICE HAYURU 代表（現任）
    2021年    5 月 学校法人大阪女学院 監事（現任）
    2024年    5 月 当社社外取締役（現任）

取締役会への出席状況  11回／11回（100％）

所有する当社株式の数  204株

社外取締役在任期間  １年

社外取締役候補者とした
理由及び期待される役割

堤はゆる氏は、多様な業界における組織開発・人財育成・組織マネジ
メントの経験に加えて、会社経営者としての実績もあり、上場会社の
社外取締役の経験も有しておられます。当社の経営に適切な助言及び
業務執行の監督等に十分な役割を果たすことを期待し、引き続き当社
の社外取締役として選任をお願いするものです。

－ 13 －
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取締役（監査等委員である者を除く。）6名選任の件

候補者
番　号

氏　　名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

6

新 任 社 外  独 立

おお
大

 

　
いし
石

 

　　
 

　
りょう
良

(1973年7月20日生)

    1996年    4 月 丸紅株式会社入社
    2000年    12月 有限会社ウェブ専科（現 株式会社サーバーワークス）

代表取締役
    2014年    5 月 株式会社スカイ３６５ 社外取締役
    2018年    12月 株式会社サーバーワークス 代表取締役社長
    2024年    3 月 同社代表取締役社長 社長執行役員（現任）
    2024年    3 月 富士フイルムクラウド株式会社 社外取締役（現任）

取締役会への出席状況  －

所有する当社株式の数  －

社外取締役在任期間  －

社外取締役候補者とした
理由及び期待される役割

大石良氏は、クラウド技術やクラウドサービス事業における豊富な経
験と知見を有しておられます。当社はデジタル事業での成長が不可欠
であり、同氏には当社経営へのアドバイス及び監督をいただき、企業
価値向上に貢献いただくことを期待し、当社の社外取締役として選任
をお願いするものです。

－ 14 －
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取締役（監査等委員である者を除く。）6名選任の件

（注）１. 当社は、2006年４月１日を合併期日として、旧株式会社ハーバーホールディングスアルファを存続会社とし、旧株式会
社ワールドを解散会社とする吸収合併方式により合併いたしました。
合併に伴い、旧株式会社ハーバーホールディングスアルファは、商号を株式会社ワールドに変更しております。
なお、合併期日以降の株式会社ワールドに関する略歴について、「当社」と記載しております。

２. 当社は、2017年４月18日付をもって任意の指名・報酬委員会を設置し、取締役（監査等委員を含む。）候補者の原案、
取締役（監査等委員を除く。）の個人別の報酬額に係る事項の審議及び決議を行っております。

３. 青木英彦氏、堤はゆる氏及び大石良氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者であります。
４. 当社は、青木英彦氏及び堤はゆる氏との間で会社法第427条第１項及び当社定款に基づく責任限定契約を締結しておりま

す。両氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。また、大石良氏が選任された場合、同氏との間
でも当該契約を締結する予定であります。
責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。

取締役の責任限定契約
取締役は、本契約締結後、会社法第423条第１項の責任を負担する場合において、その職務を行うにつき善意でかつ
重大な過失がないときは、損害賠償責任は、会社法第425条第１項の最低責任限度額を限度とする。

５. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
６. 当社は、青木英彦氏及び堤はゆる氏を独立役員として金融商品取引所に届け出ており、両氏の再任が承認された場合、引

き続き独立役員とする予定であります。また、大石良氏が選任された場合、同氏を独立役員として届け出る予定でありま
す。

７. 各候補者の所有する当社株式の数には、ワールドグループ役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
　　（１株未満の端数は切り捨てて表示しております。）
８. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、これにより、

取締役等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当す
るものを除きます。）等を填補することとしております。なお、保険料は特約部分も含め、会社が全額負担しており、各
候補者が取締役に選任され就任した場合には、いずれの取締役も当該保険の被保険者となる予定であります。また、次回
更新時には同内容での更新を予定しております。

－ 15 －
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監査等委員である取締役3名選任の件

第４号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

候補者
番　号 氏　　名 現在の当社における地位及び担当 取締役会

出席状況
監査等委員会
出  席  状  況

1
まつ
松

 

 
 

 
ざわ
沢

 

 
 

 
なお
直

 

 
 

 
てる
輝 再 任

　

取締役
常勤監査等委員

14回／14回
（100％）

16回／16回
（100％）

2
ふく
福

 

 
 

 
しま
島

 

 
 

 
 

か
 

な
 

え 再 任 社外  独立
　

取締役
監査等委員

14回／14回
（100％）

16回／16回
（100％）

3
とみ
冨

 

 
 

 
た
田

 

 
 

 
なお
尚

 

 
 

 
こ
子 再 任 社 外  独立

　

取締役
監査等委員

11回／11回
（100％）

11回／11回
（100％）

　本総会終結の時をもって、監査等委員である取締役３名全員が任期満了となります。つきましては、任意の
指名・報酬委員会の推薦を経て、取締役会の決定に基づき下記の監査等委員である取締役３名の選任をお願い
するものであります。
　なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 16 －
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監査等委員である取締役3名選任の件

候補者
番　号

氏　　名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

1

再 任
まつ
松

 

 
 

 
ざわ
沢

 

 
 

 
なお
直

 

 
 

 
てる
輝

(1961年2月4日生)

    1984年    4 月 旧株式会社ワールド入社
    2001年    10月 同社人事企画部 部長
    2007年    5 月 株式会社ルモンデグルメ　代表取締役
    2011年    5 月 当社FCMS統括部 統括部長
    2014年    5 月 当社人事本部 副本部長
    2014年    11月 当社人事本部 本部長
    2015年    4 月 当社執行役員 人事本部 本部長
    2017年    4 月 当社グループ上級執行役員 グループ人事本部 本部長
    2018年    4 月 当社グループ執行役員 グループ人事本部 本部長
    2020年    4 月 当社グループ執行役員 グループ支援本部 本部長
    2021年    4 月 当社グループ執行役員 グループ企画本部 副本部長
    2023年    1 月 当社グループ執行役員 ネオエコノミー事業本部 本部長

兼グループ企画本部 副本部長
    2023年    4 月 当社グループ執行役員 社長付
    2023年    6 月 当社常勤監査等委員である取締役（現任）

取締役会及び監査等委員
会への出席状況  取締役会14回／14回（100％）　監査等委員会16回／16回（100％）

所有する当社株式の数  152,457株

監査等委員である取締役
候補者とした理由

松沢直輝氏は、当社の人事関連業務及び経営管理業務に従事し、
2011年5月から2023年3月まで雑貨事業、人事本部、グループ支援
本部及びグループ企画本部の責任者として、当社の企業価値向上に貢
献してきました。当社における豊富な業務経験と人事・経営等に関す
る知見を有していることから、引き続き監査等委員である取締役とし
て選任をお願いするものです。

　各候補者の略歴等は次のとおりであります。

－ 17 －
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監査等委員である取締役3名選任の件

候補者
番　号

氏　　名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

2

再 任 社 外 独 立

ふく
福

しま
島

 

　
 

か
 

な
 

え
(1974年3月30日生)

    2000年    4 月 東京地方裁判所 判事補任官
    2004年    8 月 横浜地方・家庭裁判所小田原支部 判事補
    2005年    4 月 那覇家庭・地方裁判所 判事補
    2008年    4 月 東京地方裁判所 判事補
    2010年    4 月 東京地方裁判所 判事
    2012年    4 月 神戸地方裁判所 判事
    2014年    4 月 東京高等裁判所 判事
    2016年    4 月 司法研修所 教官
    2019年    3 月 弁護士登録（第一東京弁護士会）
    2019年    4 月 宇都宮・清水・陽来法律事務所 入所
    2022年    6 月 株式会社WOW WORLD 社外取締役 監査等委員
    2022年    8 月 株式会社イクシス 監査役（現任）
    2022年    10月 株式会社WOW WORLD GROUP 社外取締役

監査等委員
    2023年    1 月 宇都宮・清水・陽来法律事務所 パートナー（現任）
    2023年    6 月 当社監査等委員である社外取締役（現任）
    2023年    12月 東京都労働委員会公益委員（現任）
    2024年    6 月 株式会社ソラスト 監査役（現任）

取締役会及び監査等委員
会への出席状況  取締役会14回／14回（100％）　監査等委員会16回／16回（100％）

所有する当社株式の数  456株

社外取締役在任期間  １年11ヶ月

監査等委員である社外
取締役候補者とした理由
及び期待される役割

福島かなえ氏は、2000年に裁判官に任官後、家庭裁判所、地方裁判
所、高等裁判所において民事、刑事、行政事件を取り扱うなど高度な
専門知見に加えて、上場会社の社外役員の経験も有しておられます。
高度な専門知見と経験を活かして経営に参画いただくことで監督・監
査を通じた会社の健全で持続的な成長の確保と、業務執行やコーポレ
ートガバナンスに関する意思決定において適切な提言をいただくこと
を期待し、引き続き監査等委員である社外取締役として選任をお願い
するものです。
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候補者
番　号

氏　　名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

3

再 任 社 外 独 立

とみ
冨

 

　
た
田

 

　
なお
尚

 

　
こ
子

(1964年８月３日生)

    1988年    4 月 三井生命保険相互会社（現 大樹生命保険株式会社）入
社

    1994年    1 月 トーマツ／デロイト＆トウシュ LLP, NY 入所
    1997年    2 月 興銀インベストメント株式会社入社
    1999年    12月 株式会社クレイフィッシュ 取締役 最高財務責任者
    2001年    9 月 ゼネラル・エレクトリック・インターナショナル・イ

ンク入社
    2003年    8 月 株式会社産業再生機構入社
    2004年    9 月 株式会社オーシーシー 社外取締役
    2007年    4 月 株式会社バンダイナムコホールディングス エグゼクテ

ィブ・アドバイザー
    2015年    8 月 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合

同会社入社
    2016年    7 月 金融庁 監督局総務課主任専門検査官 兼 監督調査室調

査企画第2課長補佐 金融研究センター管理官
    2019年    12月 DNX Ventures Chief Financial Officer
    2021年    12月 株式会社WHI Holdings 社外取締役 監査等委員（現

任）
    2022年    8 月 株式会社インテリックス 社外取締役（現任）
    2024年    5 月 当社監査等委員である社外取締役（現任）
    2024年    10月 Y＆N Management株式会社 代表取締役（現任）
    2025年    4 月 嘉悦大学 大学院ビジネス創造研究科 経営経済学部 教授（現任）

取締役会及び監査等委員
会への出席状況  取締役会11回／11回（100％）　監査等委員会11回／11回（100％）

所有する当社株式の数  204株

社外取締役在任期間  １年

監査等委員である社外
取締役候補者とした理由
及び期待される役割

冨田尚子氏は、会社経営者としての幅広い経験や見識に加えて、米国
公認会計士の資格を保有し、上場会社の社外取締役の経験も有してお
られます。会計や金融を中心に幅広い見識と経験を活かして経営に参
画いただくことで、監督・監査を通じた会社の健全で持続的な成長の
確保と、業務執行やコーポレート・ガバナンスに関する意思決定にお
いて適切な提言をいただくことを期待し、引き続き監査等委員である
社外取締役として選任をお願いするものです。
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（注）１. 当社は、2006年４月１日を合併期日として、旧株式会社ハーバーホールディングスアルファを存続会社とし、旧株式会
社ワールドを解散会社とする吸収合併方式により合併いたしました。
合併に伴い、旧株式会社ハーバーホールディングスアルファは、商号を株式会社ワールドに変更しております。
なお、合併期日以降の株式会社ワールドに関する略歴について、「当社」と記載しております。

２. 当社は、2017年４月18日付をもって任意の指名・報酬委員会を設置し、取締役（監査等委員を含む。）候補者の原案、
取締役（監査等委員を除く。）の個人別の報酬額に係る事項の審議及び決議を行っております。

３. 福島かなえ氏及び冨田尚子氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補者であります。
４. 当社は、松沢直輝氏、福島かなえ氏及び冨田尚子氏との間で会社法第427条第１項及び当社定款に基づく責任限定契約を

締結しております。各氏の再任が承認された場合、当該契約を継続する予定であります。
責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。

取締役の責任限定契約
取締役は、本契約締結後、会社法第423条第１項の責任を負担する場合において、その職務を行うにつき善意でかつ
重大な過失がないときは、損害賠償責任は、会社法第425条第１項の最低責任限度額を限度とする。

５. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
６. 当社は、福島かなえ氏及び冨田尚子氏を独立役員として金融商品取引所に届け出ており、両氏の再任が承認された場合、

引き続き独立役員とする予定であります。
７. 各候補者の所有する当社株式の数には、ワールドグループ役員持株会における本人持分を含めて記載しております。

（１株未満の端数は切り捨てて表示しております。）
８. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、これにより、

取締役等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当す
るものを除きます。）等を填補することとしております。なお、保険料は特約部分も含め、会社が全額負担しており、各
候補者が取締役に選任され就任した場合には、いずれの取締役も当該保険の被保険者となる予定であります。また、次回
更新時には同内容での更新を予定しております。
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第５号議案 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

氏　　名
(生年月日) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況

社 外  独 立

つつみ
堤 　　　はゆる

(1962年２月25日生)

    1987年    1 月 ブリティッシュ・カレドニアン航空入社
    1988年    4 月 ブリティッシュ・エアウェイズ入社
    1997年    9 月 スカイマークエアラインズ株式会社入社
    1998年    9 月 株式会社アルク教育社入社
    2002年    9 月 日本ロレアル株式会社入社
    2007年    3 月 株式会社リクルートエグゼクティブエージェント入社
    2012年    11月 株式会社ハユルコーポレーション 代表取締役
    2014年    5 月 株式会社ライフコーポレーション 社外取締役
    2020年    8 月 OFFICE HAYURU 代表（現任）
    2021年    5 月 学校法人大阪女学院 監事（現任）
    2024年    5 月 当社社外取締役（現任）

所有する当社株式の数  204株

社外取締役在任期間 1年

補欠の監査等委員である
社外取締役候補者とした
理由及び期待される役割

堤はゆる氏は、多様な業界における組織開発・人財育成・組織マネジメント
の経験に加えて、会社経営者としての実績もあり、上場会社の社外取締役の
経験も有しておられます。当社の経営に適切な助言及び業務執行の監督等に
十分な役割を果たすことを期待し、補欠の監査等委員である社外取締役とし
て選任をお願いするものです。

　監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、予め補欠の監査等委員である取
締役１名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

　補欠の監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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（注）１. 堤はゆる氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める補欠の社外取締役候補者であります。
２. 堤はゆる氏は、本総会で取締役（監査等委員である者を除く。）の選任が承認された場合は、取締役（監査等委員である

者を除く。）に就任する予定ですが、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合には、取締役
（監査等委員である者を除く。）を辞任し、監査等委員である取締役に就任する予定です。

３. 当社は、堤はゆる氏との間で会社法第427条第１項及び当社定款に基づく責任限定契約を締結しております。
　　本総会において第３号議案が承認され、堤はゆる氏が再任された場合、当該契約を継続する予定でありますが、同氏が監

査等委員である取締役に就任した場合も、当該契約を継続する予定であります。
責任限定契約の内容の概要は次のとおりであります。

取締役の責任限定契約
取締役は、本契約締結後、会社法第423条第１項の責任を負担する場合において、その職務を行うにつき善意でかつ
重大な過失がないときは、損害賠償責任は、会社法第425条第１項の最低責任限度額を限度とする。

４. 堤はゆる氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。
５. 当社は、堤はゆる氏を独立役員として金融商品取引所に届け出ており、同氏の再任が承認された場合、引き続き独立役員

とする予定ですが、監査等委員である取締役に就任した場合も、引き続き独立役員とする予定です。
６. 候補者の所有する当社株式の数には、ワールドグループ役員持株会における本人持分を含めて記載しております。
　　（１株未満の端数は切り捨てて表示しております。）
７. 当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、これにより、

取締役等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由に該当す
るものを除きます。）等を填補することとしております。なお、保険料は特約部分も含め、会社が全額負担しており、候
補者が取締役に選任され就任した場合には、当該保険の被保険者となる予定であります。また、次回更新時には同内容で
の更新を予定しております。
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第６号議案 株式報酬型ストック・オプションとして新株予約権を発行する件
　会社法第236条、第238条及び第239条の規定に基づき、業績向上に対する意欲や士気を喚起するととも
に、優秀な人材を確保し、当社グループ全体の企業価値向上に資することを目的として、当社の取締役、グル
ープ執行役員及びディレクター（以上のいずれの者についても、社外取締役及び監査等委員である取締役を除
く。）（以下「取締役等」という。）に対し、株式報酬型ストック・オプションとして無償で発行する新株予約
権の募集事項の決定を当社取締役会に委任することにつき、ご承認をお願いするものであります（上記株式報
酬型ストック・オプションの付与を内容とする報酬制度を、以下「本制度」という。）。
　また、当社取締役（監査等委員である者を除く。）の報酬額は、2015年６月９日開催の定時株主総会におい
て、年額400百万円（内、社外取締役は30百万円）以内とご承認いただいており、取締役（社外取締役及び
監査等委員である者を除く。）に対しては、2018年６月15日開催の定時株主総会で、上記年額400百万円の
範囲内で、譲渡制限付株式の付与のための報酬額40百万円以内としてご承認いただいておりますが、本議案
は、当該報酬額とは別枠で、取締役等に対し、年額400百万円以内（各発行決定時における新株予約権の企業
会計上の公正な評価額による。）、新株予約権3,550個を上限とし、株式報酬型ストック・オプションとして新
株予約権を発行することにつき、あわせてご承認をお願いするものであります。なお、この取締役の報酬等に
は、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
　本議案の内容は、当社の事業規模、役員報酬体系やその支給水準、現在の取締役等の員数及び今後の動向等
を総合的に勘案しつつ、任意の指名・報酬委員会の審議を経て取締役会で決定しており、相当なものであると
考えております。
　また、当社の取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針は、事業報告「２．会社の現況（３）会社役
員の状況 ⑤ 取締役の報酬等の内容に係る決定方針」に記載のとおりでありますが、本議案をご承認いただく
ことを条件に、その内容を招集通知28～29頁に記載の内容に変更することを予定しております。本議案の内
容については、当該変更後の方針とも合致していることから、相当なものであると考えております。
　本議案について監査等委員会において検討がなされましたが、相当である旨の意見を受けております。
　なお、現在の取締役（監査等委員である者を除く。）は６名（うち社外取締役３名）でありますが、第３号
議案が原案どおり承認可決されますと、取締役（監査等委員である者を除く。）は６名（うち社外取締役３
名）、本制度において株式報酬型ストック・オプションの付与対象となる取締役は２名となります。
　また、上記のとおり、本制度は、グループ執行役員及びディレクター（以下「執行役員等」という。）も対
象としており（本株主総会の終結の時点において本制度の対象となる取締役を兼務しない執行役員等は合計
27名の予定）、本制度に基づく報酬等には、執行役員等に対する報酬等も含まれます。本議案では、それらの
執行役員等が対象期間中に新たに取締役に就任する可能性があることも踏まえ、本制度に基づく報酬等の全体
につき、取締役等に対する報酬等として、その額及び内容を提案するものであります。

　※ディレクターとは、高い専門性を有する経営パートナーであり、これまでに培った社内外の知見や経験を活かし、当社グループのミッシ 
ョンを担う人材を指します。
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１．特に有利な条件をもって新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由
当社の取締役等の報酬・待遇と帰属意識の改善を図りつつ、当社グループの業績向上及び株価上昇に対す

る執行幹部のインセンティブやコミットメントを高め、企業価値と従業員価値、株主価値を三位一体で向上
させていくことを目的としたものであります。特に、本制度は、新株予約権の行使条件に当社株価の水準を
設定することで、株価上昇による利益及び株価下落による不利益を株主の皆様と共有するため、株主価値の
向上へ貢献する意欲を高めた株式報酬制度として導入するものです。

２．新株予約権割当の対象者
当社の取締役等

３．本株主総会の決定に基づいて募集事項の決定をすることができる新株予約権の内容及び数の上限等
(1)  新株予約権の目的である株式の種類及び数

新株予約権１個当たりの目的である株式の数（以下「付与株式数」という。）は、当社普通株式100株と
する。新株予約権の目的である株式の総数は、当社普通株式355,000株を上限とする。

なお、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により目的である株式
の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本新株予約権のうち、当該時点で権利行使されてい
ない新株予約権の目的である株式の数について行われ、調整の結果１株未満の端数が生じた場合は、これ
を切り捨てるものとする。

調整後株式数＝調整前株式数×株式分割・株式併合の比率

(2)  新株予約権の数の上限
3,550個を上限とする。
ただし、前項(1)に定める株式の数の調整を行った場合は、同様の調整を行う。

(3)  新株予約権と引換えに払い込む金銭
新株予約権と引換えに金銭を払い込むことを要しないものとする。

(4)  新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、新株予約権の行使により交付を受けることができ

る株式１株当たりの払込金額（以下「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。
行使価額は、新株予約権割当日の属する月の前月各日（取引が成立していない日を除く。）における東

京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（以下「終値」という。）の平均値又は割当日の前
日の終値（前日に終値がない場合は、それに先立つ直近日の終値）のいずれか高い金額に1.05を乗じた金
額（１円未満の端数は切上げる。）とする。

なお、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、株式分割又は株式併合を行う場合、次の算
式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。
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調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

株式分割・株式併合の比率

既発行
株式数 ＋

新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後
行使価額 ＝ 調整前

行使価額 ×
新規発行前の時価

既発行株式数＋新規発行株式数

また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき、時価を下回る価額で新株を発行又は自己株
式の処分を行う場合は、次の算式により行使価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを
切り上げる。

上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済普通株式総数から当社が保有する普通株式に係
る自己株式数を控除した数とし、また、自己株式の処分を行う場合には「新規発行株式数」を「処分する
自己株式数」に読み替える。

さらに、新株予約権の割当日後、当社が他の会社と合併等を行う場合、株式の無償割当てを行う場合、
その他行使価額の調整を必要とする場合には、合併等の条件、株式の無償割当ての条件等を勘案の上、合
理的な範囲内で行使価額を調整するものとする。

(5)  新株予約権を行使することができる期間
2028年３月１日（以下「権利行使開始日」という。）を開始日として、新株予約権の割当に係る当社の

取締役会決議の日の翌日から10年を経過した日まで（以下「権利行使期間」という。）とする。

(6)  新株予約権の行使の条件
① 　新株予約権者は、2028年2月29日まで継続して、当社若しくは当社子会社の取締役、グループ執

行役員若しくはディレクター又はこれらに準ずる地位にあることを要する。ただし、任期満了による
退任その他の正当な理由があると取締役会が認めた場合は、この限りではない。

②　新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、その相続人は本新株予約権を行使することができ
ない。

③　対象者は、次の（ア）から（エ）までのいずれかに該当した場合、権利行使期間中であっても、以
後、新株予約権を行使することはできないものとし、直ちに当該新株予約権は消滅する。

（ア）禁錮以上の刑に処せられた場合
（イ）当社の取締役会において対象者が故意又は重過失により当社グループに重大なる損害を与えたと

認めた場合
（ウ）当社グループの競業の会社の役職員に就任又は就職した場合（当社の書面による承諾を事前に得
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基準株価 行使割合
3,000円以上  20 %

3,500円以上  40 %

4,000円以上  60 %

4,500円以上 100 ％

た場合を除く。）
（エ）対象者が書面により新株予約権の全部又は一部を放棄する旨を申し出た場合
④　権利行使をすることができる新株予約権の数は、割当日から権利行使開始日（同日を含まない。）ま

での間の期間に属する東京証券取引所の各取引営業日における、東京証券取引所における当社普通株
式の普通取引の終値株価の最高価格（以下「基準株価」という。）に応じ、保有する新株予約権のうち
下表に記載する割合（下表において「行使割合」という。）に相当する新株予約権を行使することがで
きる。なお、ストック・オプションの権利行使が可能となる基準株価の水準については、下限値は、
公開価格（2,900円）や上場来高値（2,920円）以上とするため、3,000円としており、また、ROE
やEPS・BPSを高めていくことを目指していく過程で、当該下限値の1.5倍に当たる4,500円を超える
場合に、付与した全てを行使できる設計としている。

⑤　その他の権利行使の条件については、別途当社取締役会の決議において定める。

(7)  新株予約権の取得の事由及び条件
①　当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、当社が吸収分割会社となる吸収分割契約若しくは当社

が新設分割会社となる新設分割計画承認の議案、又は当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議
案若しくは株式移転計画承認の議案につき当社株主総会で承認された場合は、取締役会が別途定める
日に、当社は、新株予約権を無償で取得することができる。

②　当社は、新株予約権者が上記(6)に規定する行使の条件に該当しなくなったことにより権利を行使で
きなくなった場合又は権利を放棄した場合は、新株予約権を無償で取得することができる。

③　当社は、いつでも、当社が取得し保有する新株予約権を無償にて消却することができるものとする。

(8)  組織再編時の新株予約権の処理の方針等
当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限る。）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が

分割会社となる場合に限る。）、又は株式交換若しくは株式移転（それぞれ当社が完全子会社となる場合に
限る。）（以上を総称して以下「組織再編行為」という。）をする場合において、組織再編行為の効力発生日
（吸収合併につき吸収合併がその効力を生ずる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成立の日、吸
収分割につき吸収分割がその効力を生ずる日、新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交
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換につき株式交換がその効力を生ずる日、及び株式移転につき株式移転設立完全親会社の成立の日をい
う。以下同じ。）において行使されておらずかつ当社により取得されていない新株予約権（以下「残存新株
予約権」という。）を保有する新株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号
のイからホまでに掲げる株式会社（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権をそれぞれ交付すること
とする。この場合においては、残存新株予約権は消滅し、再編対象会社は新株予約権を新たに発行するも
のとする。ただし、以下の各号に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合
併契約、吸収分割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めることを条件とする。
①　交付する再編対象会社の新株予約権の数

　新株予約権者が保有する残存新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。
②　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

　再編対象会社の普通株式とする。
③　新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件等を勘案のうえ、上記「（1）新株予約権の目的である株式の種類及び数」等に準
じて合理的に決定する。

④　新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
　　交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、上記「（4）新株予約権の行使に際

して出資される財産の価額」に従って定める調整後行使価額に、上記③に従って決定される当該各新株
予約権の目的である再編対象会社の株式の数を乗じて得られる金額とする。

⑤　新株予約権を行使することができる期間
　　上記「（5）新株予約権を行使することができる期間」の開始日又は組織再編行為の効力発生日のうち

いずれか遅い日から、上記「（5）新株予約権を行使することができる期間」の満了日までとする。
⑥　新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
　　下記「（10）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に

関する事項」に準じて決定する。
⑦　譲渡による新株予約権の取得の制限
　　譲渡による新株予約権の取得については、再編対象会社の取締役会の承認を要する。
⑧　新株予約権の取得の事由及び条件
　　上記「（7）新株予約権の取得の事由及び条件」に準じて決定する。

(9)  新株予約権の譲渡制限
      譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の承認を必要とする。

(10)  新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項
①　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第

１項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じた
ときは、その端数を切り上げる。
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②　新株予約権の行使により株式を発行する場合において増加する資本準備金の額は、前記①の資本金等
増加限度額から前記①に定める増加する資本金の額を減じた額とする。

(11) その他の新株予約権の募集事項については、別途当社取締役会の決議において定める。

【ご参考：本制度導入後の取締役の報酬等の内容に係る決定方針】
　　本株主総会に上程した本議案が原案どおり承認可決された場合、事業報告「２．会社の現況（３）会社役

員の状況 ⑤ 取締役の報酬等の内容に係る決定方針」に記載の取締役の報酬等の内容に係る決定方針を、本
株主総会終結後の取締役会決議において以下のとおり変更することを予定しております。

　⑤　取締役の報酬等の内容に係る決定方針
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針について、委員の過半数が社外取締役で構成

される任意の指名・報酬委員会の承認を経たうえで、取締役会において決議しております。なお、取締役
の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、任意の指名・報酬委員会において、決定方針との整合性を
含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその審議内容を尊重し、決定方針に沿うもの
であると判断しております。

イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等
　取締役の報酬等は、取締役（監査等委員である者を除く。）と監査等委員である取締役を区分し
て、株主総会において定められた報酬総額の範囲内において各取締役に配分するものとし、その配分
は、委員の過半数が社外取締役で構成される任意の指名・報酬委員会の承認を経たうえで、取締役会
において決議しております。ただし、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員である取締役の
協議にて決定しております。
　報酬等の種類については、①基本報酬、②業績連動報酬としての賞与、③非金銭報酬である株式報
酬としての譲渡制限付株式及び④非金銭報酬である業績連動報酬としての株式報酬型ストック・オプ
ションの４種類の組合せとしております。ただし、監査等委員及び社外取締役については、その役割
の性質上、利益向上そのものを目標としないことに照らして、①基本報酬のみとし、上記②～④の報
酬はいずれも支給しない方針としております。
　上記①～④の各報酬の内容は、全て任意の指名・報酬委員会にて承認され、かつこれらの報酬の割合
（構成比率）についても、任意の指名・報酬委員会で承認を経て、取締役会にて決議されております。
　取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

ａ．基本報酬に関する方針
　確定額報酬等については、基本報酬として職位に応じて定めた額を毎月支給しております。
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区　　分
基本方針

基本報酬 賞与 譲渡制限付
株式

株式報酬型
ストック・オプション

取締役（監査等委員及び社外取締役を除く。） 40％ 15% 15％ 30％

取締役（監査等委員）（社外取締役を除く。） 100％ 0% 0％ 0％

社外役員 100％ 0% 0％ 0％

ｂ．業績連動報酬としての賞与に関する方針
　業績連動報酬としての賞与については、職位に応じて定めた業績連動報酬としての賞与の標
準値の額に連結コア営業利益、親会社の所有者に帰属する当期利益及びESG指標の計画達成度
の指標に従って係数をかけ、翌連結会計年度の５月に支給しております。

ｃ．株式報酬としての譲渡制限付株式に関する方針
　株式報酬（譲渡制限付株式（ＲＳ））については、職位に応じて定めた額の株式報酬を各事業
年度の一定の時期に支給しており、１年間の任期を全うすることを条件に３年間の譲渡制限期
間が満了した時点で譲渡制限が解除されます。

ｄ．業績連動報酬としての株式報酬型ストック・オプションに関する方針
　非金銭報酬等である業績連動報酬として付与する株式報酬型ストック・オプションについて
は、取締役（社外取締役を除く。以下本dにおいて同じ。）の報酬・待遇と帰属意識の改善を図
りつつ、当社グループの業績向上及び株価上昇に対する執行幹部のインセンティブやコミット
メントを高め、企業価値と従業員価値、株主価値を三位一体で向上させていくことを目的とし
た報酬として、取締役に対し、職位に応じた金額のストック・オプションを支給しておりま
す。当該ストック・オプションは、その発行に係る株主総会の決議に従い、当社普通株式の株
価に連動して権利行使が可能となる新株予約権の個数が変動する設計としております。株式報酬
型ストック・オプションの内容及び額並びに支給する時期及び条件については、当該目的に照らして適
切な内容となるよう、環境の変化に応じ、任意の指名・報酬委員会の答申を踏まえ、決定いたします。

ｅ．報酬等の割合に関する方針
　基本報酬、業績連動報酬としての賞与、非金銭報酬である株式報酬としての譲渡制限付株式
及び業績連動報酬としての株式報酬型ストック・オプションの内容は、全て任意の指名・報酬
委員会にて承認され、かつこれらの報酬の割合（構成比率）についても、下表を基本方針とし
て、任意の指名・報酬委員会で承認を経て、取締役会にて決議されております。

（注）基本方針に適用された割合を基に、経済情勢を鑑み報酬等の割合を調整しており、任意の指名・報酬委員会で最終決定しております。
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（ご参考）

（ご参考）第３号議案及び第４号議案の候補者に特に期待する役割

氏　　名
再任
・

新任
在任
期間

社内
・

社外

金融商品
取引所

独立役員
性別 現在の地位等 企業経営 産業知見 　人事・

人材開発
  財務・
  会計・
  金融

　法務・
  リスク
　管理

 デジタル・
 イノベー
 ション

 多様性・
 国際性

第
３
号
議
案

す ず

鈴
き

木
の ぶ

信
て る

輝 再任
　

4年
11ヶ
月

社内 － 男性 代表取締役
社長執行役員 ○ ○ ○ ○ ○

な か

中
ばやし

林
け い

恵
い ち

一 再任
　
1年 社内 － 男性 取締役

副社長執行役員 ○ ○ ○ ○

は た

畑
さ き

崎
み つ

充
よ し

義 再任
　

7年
11ヶ
月

社内 － 男性 取締役 ○ ○

あ お

青
き

木
ひ で

英
ひ こ

彦 再任
　

1年
11ヶ
月

社外
　

独立 男性

取締役
取締役会議長
（業務執行権のない
   取締役会長）

○ ○ ○

つつみ

堤はゆる 再任
　

1年 社外
　

独立 女性 取締役 ○ ○ ○

お お

大
い し

石
りょう

良 新任
　

－ 社外
　

独立 男性 － ○ ○ ○

第
４
号
議
案

ま つ

松
ざ わ

沢
な お

直
て る

輝 再任
　

1年
11ヶ
月

社内 － 男性 取締役
(常勤監査等委員) ○ ○ ○

ふ く

福
し ま

島
 

か
 

な
 

え 再任
　

1年
11ヶ
月

社外
　

独立 女性 取締役
(監査等委員) ○ ○ ○

と み

冨
た

田
な お

尚
こ

子 再任
　

1年 社外
　

独立 女性 取締役
(監査等委員) ○ ○ ○

以上
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(1）当事業年度の事業の状況、②設備投資の状況、③資金調達の状況

(2024年 3 月 1 日から
2025年 2 月28日まで)

事　 業　 報　 告

１．企業集団の現況
⑴　当事業年度の事業の状況

①　事業の経過及び成果
　当連結会計年度（2024年３月１日～2025年２月28日）の経営成績は、売上収益が2,256億58百万
円、コア営業利益が170億13百万円、営業利益が167億96百万円、税引前当期利益が155億６百万
円、親会社の所有者に帰属する当期利益は111億５百万円となりました。
　当連結会計年度は、2023年５月８日に公表した中期経営計画「PLAN-Ｗ」の２年目にあたり、「人
材競争力を高める従業員処遇の改善」と「再上場後の最高益水準の実現」の両立を目指したテーマ『持
続的成長と利益の証明』を掲げ臨み、当初目論んだ経営成績を収めました。具体的には、ブランド事業
では一部アパレルの不振がライフスタイルの健闘を幾分打ち消したものの、デジタル事業とプラットフ
ォーム事業のセグメント利益が大幅増益とグループ収益を力強く牽引したことから、コア営業利益は再
上場後の最高益を５期振りに更新しました。
　売上収益では、店舗売上の伸び悩みを好調なＥＣ売上がカバーしました。店舗売上は、新型コロナウ
イルス感染症の５類移行を契機にした人流の店頭回帰に伴う押し上げ効果が一巡した影響を受けまし
た。加えて、アパレルブランドを中核とするブランド事業においては、８月を中心とした端境期の晩
夏・初秋商材の品揃えに量・質の両面で依然として課題を残したほか、秋冬シーズンでは季節の遅い進
行にも適応できませんでした。店頭にて売上機会を的確に捉えた商品を適時適量揃えることで、一段と
収益を伸ばせる余地は大きいという反省が残りました。
　利益面においては、端境期における品揃えや四半期評価ルールへの適応力に課題を残したものの、店
舗・ＥＣ両販路でプロパーを重視した売り方に努めた結果、売上総利益率は59.1％でした。また、販
売費及び一般管理費では、従業員処遇の改善に伴う人件費の増加を経費コントロールの徹底で吸収して
販管費率を51.5％に抑えました。結果として、本業の稼ぐ力であるコア営業利益が当社計画どおり進
捗したうえ、エムシーファッション㈱の連結加入に伴う負ののれん発生益も寄与し、全ての利益段階に
おいて「PLAN-Ｗ」２年目の目標を達成しました。

　セグメント別の状況は次のとおりです。

１）ブランド事業
　ブランド事業においては、あるべきブランドポートフォリオ戦略の完遂に向けて、ブランド事業セ
グメント全体最適の視点で成長性と収益性のバランスが取れた持続的成長を追求しております。
　百貨店を中心に展開するミドルアッパーブランドは、ブランドらしく差別化された高付加価値な商
品開発を行うほか、世界的な物価上昇や急激な為替変動に左右されないよう、自社工場体制を垂直統
合して国産回帰を図っております。また、お客様との強いつながりを構築するため、マルチチャネル
化やＯＭＯ（Online Merges with Offline）戦略を進め、様々なプロトタイプ開発・出店を通じて
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新たな成長の創造に取り組んでおります。
　ショッピングセンターを中心に展開するミドルロワーブランドにおいては、前連結会計年度の期首
にＳＣ主体のミドルロワー事業を一社に集約し、水平統合に伴うスケールメリットなどの追求で収益
性の改善を図っております。加えて、2024年３月からは商品調達部隊の統合で直貿化の更なる推進
体制を整えているほか、店舗数の純増転換に向けて店舗運営の改良や店舗開発の強化に取り組んでお
ります。
　ライフスタイルブランドでは、暮らしに寄り添った衣・食・住を生活雑貨や服飾雑貨で提案し、引
き続きお客様の支持拡大に努めております。2024年３月よりミドルロワー系のライフスタイルブラ
ンド事業を一社に統合しており、リソースの融通やノウハウの共有などで収益構造の抜本的な改革を
進めております。また、新しいブランドの開発を進めており、ローンチに向けて着々と準備を進めて
まいります。
　投資ブランドは、プラットフォーム導入によるシナジー追求や収益構造の改善・確立をテーマに掲
げております。ラグジュアリーセレクトを運営する㈱ストラスブルゴでは、欧州インポートブランド
のエージェント獲得に加え、新規出店で高価格帯ビジネスの拡充を図っております。質の高い革小物
で世代を超えたファンを持つ㈱ヒロフを中核とする日本発ラグジュアリーバッググループでは、ＭＤ
改革が幅広い顧客から支持を得ております。
　また、ブランド事業として海外事業の開発・拡張も進めております。タイでは「タケオキクチ」が
店舗網をバンコクから他の都市圏へ広げると同時に、アジアでタイ以外にも新規進出の機会を探って
おります。台湾においては、「ココシュニック」のドミナント展開や「ドレステリア」の新規出店に
続き、㈱ナルミヤ・インターナショナルとのシナジーを一段と発揮すべく、「プティマイン」の出店
も予定し協業活動を本格化しております。
　当連結会計年度は、ライフスタイルブランドが健闘したものの、アパレルブランドでは商品課題が
散見されました。2024年８月の猛暑と９～10月の季節外れの残暑、その後も秋冬稼働が遅れたこと
など商品設計等での適応力が弱く、当連結会計年度より適用した四半期単位の商品評価損ルールは決
算期末の前倒しも相まって一部ブランドの売価変更の拙さを招きました。店舗数に関しては、出店の
一部が翌連結会計年度にずれたものの、ようやく純増転換を果たし、今後の成長及び収益への貢献を
期待できる状態を整えました。

２）デジタル事業
　デジタル事業は「Ｂ２Ｂソリューション」と「Ｂ２Ｃネオエコノミー」から成り立ち、Ｂ２Ｂはこ
れまでの積極投資を外販収益で回収できるよう、Ｂ２Ｃは「サーキュラー」を成長加速できるよう目
指しております。
　Ｂ２Ｂソリューションでは、ＥＣの運営受託サービスにおいて、自社ブランドを中心に販売する直
営ファッション通販サイト「ワールドオンラインストア（ＷＯＳ）」をはじめ、他社公式ＥＣの開
発・運営を受託しております。自社サイト運営においては、アプリの機能改善やＯＭＯ活動に対する
投資を進め、直営店舗とのシームレスなサービス改善をブランド事業と一体で推進しております。ま
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た、ソリューションサービスでは、自社グループの物流コスト抑制の取組みや基幹システムの更新に
留まらず、他社への在庫コントロールシステムの導入・運用サービスの提供を進めており、売上拡大
に向けた営業活動を強化してまいります。また、案件収支の見える化と損益改善の打ち手を進めてお
り、ＷＯＳでの配送料値上げ効果に加え、他社公式ＥＣ受託でも売上サポートを前提とした一部取引
見直しの効果が出ております。
　Ｂ２Ｃネオエコノミーは、「サーキュラー」に焦点を当てた成長戦略を追求しております。ラクサ
ス・テクノロジーズ㈱ではブランドバッグに特化したサブスクリプション型レンタルサービスを営む
ほか、保有資産であるバッグの稼働率に着目した試用販売等の事業サービスを拡充し、2024年12月
13日には東京証券取引所グロース市場への上場を果たしました。ユーズドセレクトショップ
「RAGTAG」を運営する㈱ティンパンアレイは、店舗・ＥＣ相互活用による仕入・販売両面のＯＭ
Ｏ推進及び出店加速を両輪にした成長路線に加えて、カジュアル業態「usebowl」やタイでのPOP-
UPといった様々な実験を実施しました。国内外で積極投資による事業基盤の拡充に本腰を入れてお
り、2024年３月より連結子会社化したオフプライスストア「& Bridge」を運営する㈱アンドブリッ
ジでは、㈱ティンパンアレイとの事業連携やノウハウ共有を強化してシナジー最大化に努めておりま
す。
　当連結会計年度においては、Ｂ２ＢソリューションでＥＣ受託事業の大幅な収支改善を実現した㈱
ファッション・コ・ラボが貢献したほか、Ｂ２Ｃネオエコノミーでは、サーキュラーへの「選択と集
中」が奏功したことに加えて、海外旅行客のインバウンド需要も追い風に伸張する㈱ティンパンアレ
イが引き続き好調な業績を維持しております。なお、上場に伴うラクサス・テクノロジーズ㈱の連結
子会社から持分法適用関連会社への連結範囲の変更があった反面、2025年２月28日付で株式の追加
取得により㈱OpenFashionが完全子会社となりました。

３）プラットフォーム事業
　プラットフォーム事業では、ワールドグループが培ってきた様々なノウハウと仕組みを活用したプ
ラットフォームの外部企業へのオープン化を推進し、業界の枠組みを超えた新たな事業領域の拡大に
取り組んでおります。
　中間持株会社の㈱ワールドプラットフォームサービスは、プラットフォーム事業の収益モデルを整
える事業マネジメント機能と外部顧客の法人企業へのマーケティング機能を有します。各プラットフ
ォームのノウハウ・仕組みを横断的に組み合わせ、クライアントのニーズに最適なサービスをワンス
トップで提案・提供します。
　生産プラットフォームの㈱ワールドプロダクションパートナーズは、自らの商社機能を発揮して直
接貿易スキームの構築や、製造子会社群の生産性改善の指導・支援をするほか、外販主体の専門商社
である㈱イディオムや縫製工場の㈱ラ・モードでは、他社アパレルの商品開発及び製造（ＯＥＭ・Ｏ
ＤＭ事業）を受託しております。
　販売プラットフォームの㈱ワールドストアパートナーズでは、商品在庫の最終的な換金に不可欠な
アウトレット「NEXT DOOR」や他社ブランドの出店も年々増やしてきたファミリーセール等の催
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事を運営するほか、様々な業種業態の販売代行業務といった外販サービスも着実に拡充してきており
ます。
　こうしたアパレル起点の生産・販売プラットフォーム以外では、㈱アスプルンドに代表される子会
社群が、空間創造や什器・備品の製造販売（建装）、家具や雑貨の卸からコントラクトに至るライフ
スタイル領域も手掛けており、プラットフォーム事業のサービスラインやクライアント層の幅を拡張
することに寄与しております。
　なお、2025年２月28日付で三菱商事ファッション㈱（同日、エムシーファッション㈱に社名変
更）を100％子会社としたほか、2025年３月１日付で㈱TSIソーイング（同日、㈱ワールドソーイン
グに社名変更）の株式も取得いたしました。
　Ｍ＆Ａも活用しながらプラットフォーム機能の強化を図ることでＢ２Ｂ事業基盤の拡充を進めてき
ており、ファッションの多様性と永続性の実現への貢献を目指した「ワールド・ファッション・エコ
システム」の構築に向けて更なる事業基盤の拡充を行ってまいります。
　当連結会計年度においては、為替変動に抵抗力を増すべく、取引条件の変更による粗利確保や案件
単位の採算性も吟味した外販受注などを進めたほか、前連結会計年度との単純比較では、Ｂ２Ｂ事業
の書き入れ時である３月を含む点も寄与しました。なお、ブランド事業がアパレル商品の企画・開発
から生産業務までを一気通貫で垂直統合して収益向上を図ることを目的として、当連結会計年度期首
に（当社グループのブランドに対する）内販を主体にした縫製工場運営会社の一部をプラットフォー
ム事業からブランド事業へ移管しました。

４）共通部門
　事業セグメントに属さない共通部門においては、子会社からの配当や経営指導料等を収入として計
上し、当社（ホールディングス）のコーポレートスタッフ等の費用を賄うことを基本的な収益構造と
しておりますが、子会社からの配当は予めセグメント利益から除いております。
　共通部門は、「グループ経営本部」、「グループ人事統括室」といったコーポレートスタッフに加
えて、グループの商品鮮度向上とソフト開発を監修する「クリエイティブ・マネジメント・センタ
ー」、グループの情報・物流システムを開発・運用する「デジタルソリューション事業本部」などで
成り立っております。
　ホールディングスは重点分野への集中投資という自らの役割を果たすため、子会社からホールディ
ングスのスタッフ等の実費を上回る経営指導料等で回収することを原則としておりますが、機能集約
化などを不断に進めて自らの生産性の改善に努めております。
　当連結会計年度においては、当連結会計年度より本格稼働した海外事業開発室の活動費のほか、会
社・部署横断で取り組む新規事業等に対する戦略的投資やグループを挙げたＭ＆Ａなどに代表される
成長投資にかかる先行費用の増加、従業員処遇の改善に伴う人件費の増加などの影響を受けました。
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報 告 セ グ メ ン ト
調 整 額

（注） 合 計ブランド
事 業

デジタル
事 業

プラット
フォーム
事 業

共通部門 計

売上収益

外部収益 190,637 14,454 20,422 145 225,658 － 225,658

セグメント間収益 8,256 18,082 54,030 9,902 90,270 △90,270 －

計 198,893 32,536 74,452 10,047 315,928 △90,270 225,658

（企業集団のセグメント別売上高の状況）
（単位：百万円）

（注）調整額は、主にセグメント間取引消去等であります。

②　設備投資の状況
　当連結会計年度に実施しました設備投資の総額は、74億12百万円であります。
　その主なものは、出店・改装に伴う店舗設備やブランドの価値向上を目的としてブランド事業へ43億
50百万円を投資したほか、ＥＣサイト運営を中心としたデジタルソリューション事業への強化等のた
め、デジタル事業へ28億22百万円の投資を実施いたしました。

③　資金調達の状況
　当社は設備投資を含めた所要資金調達のため、シンジケートローン総額833億円を組成しております。
このうち、効率的で安定した運転資金の調達を行うため、主要取引金融機関と430億円のコミットメント
ライン契約を締結しております。
　当社は、永久劣後特約付ローン150億円のうち前連結会計年度に50億円、当連結会計年度に100億円
を償還いたしました。それに伴い、段階的にコミットメント型タームローンへの借り換えを実施いたしま
した。
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区　　分

ＩＦＲＳ
第64期

自　2021年４月 1 日
至　2022年３月31日

第65期

自　2022年４月 1 日
至　2023年３月31日

第66期

自　2023年４月 1 日
至　2024年２月29日

第67期
(当連結会計年度)
自　2024年３月 1 日
至　2025年２月28日

売 上 収 益 (百万円) 171,344 214,246 202,342 225,658

営 業 利 益 (百万円) 2,196 11,686 12,004 16,796

当 期 利 益
(親会社の所有者に帰属) (百万円) 239 5,686 6,764 11,105

基本的１株当たり当
期利益（△は損失）
(親会社の所有者に帰属)

(円) △7.79 152.73 187.37 319.17

希薄化後１株当たり
当 期 利 益
（ △ は 損 失 ）
(親会社の所有者に帰属)

(円) △7.79 152.73 187.37 319.17

資 産 合 計 (百万円) 251,690 251,421 239,685 273,880

親会社の所有者に
帰 属 す る 持 分 (百万円) 78,592 82,420 82,010 81,254

⑵　直前３事業年度の財産及び損益の状況
①　企業集団の営業成績及び財産の状況の推移

（注）１. 会社計算規則第120条第１項の規定により、国際会計基準（ＩＦＲＳ）に準拠して連結計算書類を作成しております。
２. 第66期につきましては、決算期変更により2023年４月１日から2024年２月29日までの11ヶ月間となっております。
３. 第65期及び第66期において、企業結合に係る暫定的な会計処理の確定を行っており、第64期及び第65期に係る各数値
については、暫定的な会計処理の確定の内容を反映しております。

４. 基本的１株当たり当期利益（△は損失）について、親会社の普通株主に帰属しない金額（その他の資本性金融商品の所有
者に帰属する金額）を考慮しております。

５. 希薄化後1株当たり当期利益（△は損失）について、第64期においては、新株予約権の行使が１株当たり当期損失を減少
させるため、潜在株式は希薄化効果を有しておりません。
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(2）直前３事業年度の財産及び損益の状況

区　　分

日本基準
第64期

自　2021年４月 1 日
至　2022年３月31日

第65期

自　2022年４月 1 日
至　2023年３月31日

第66期

自　2023年４月 1 日
至　2024年２月29日

第67期
（当事業年度）

自　2024年３月 1 日
至　2025年２月28日

売 上 高 (百万円) 22,048 18,234 16,243 18,090

営 業 利 益 (百万円) 484 3,224 1,686 1,014
当 期 純 利 益
（ △ は 損 失 ） (百万円) △8,596 4,480 4,697 5,388
１ 株 当 た り
当 期 純 利 益
（ △ は 損 失 ）

(円) △254.58 132.02 138.10 158.20

希薄化後１株当たり
当 期 純 利 益
（ △ は 損 失 ）

(円) △254.58 － － －

総 資 産 (百万円) 123,865 121,851 118,440 125,443

純 資 産 (百万円) 16,869 20,133 22,893 26,023

②　当社の営業成績及び財産の状況の推移

（注）１. 第66期につきましては、決算期変更により2023年４月１日から2024年２月29日までの11ヶ月間となっております。
２. 希薄化後１株当たり当期純利益（△は損失）について、第64期においては、新株予約権の行使が１株当たり当期純損失
を減少させるため、潜在株式は希薄化効果を有しておりません。また、第65期、第66期及び第67期においては、潜在株
式が存在しないため記載しておりません。
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(3）重要な親会社及び子会社の状況、(4）対処すべき課題

会 社 名 資 本 金 出資比率 主 要 な 事 業 内 容

㈱フィールズインターナショナル 30百万円 100.0％ 衣料品等の企画及び販売

㈱アルカスインターナショナル 30百万円 100.0％ 衣料品等の企画及び販売

㈱ライフスタイルイノベーション 90百万円 100.0％ 生活雑貨等の企画及び販売

㈱エクスプローラーズトーキョー 30百万円 100.0％ 衣料品等の企画及び販売

㈱ナルミヤ・インターナショナル 255百万円 59.8％ ベビー・子供服等の企画及び販売

⑶　重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社の状況
　該当事項はありません。

②　子会社の状況
　重要な子会社等は次のとおりであります。

⑷　経営環境及び対処すべき課題
①　経営環境及び対処すべき課題
　当社グループを取り巻く経営環境は、人口減少や少子高齢化の進行に伴う販売数量減少に加えて、国
内アパレル市場も成熟化してプレイヤーの淘汰が進む一方、海外生産地での加工賃上昇や為替変動によ
る仕入価格の上昇に加えて、人手不足による人件費や物流費といった経費増加も生じるなど、引き続き
厳しい状況が続くことが予想されます。また、デジタル化の進展を背景として消費者の購買行動は急速
に変化しており、新たなビジネスチャンスが生まれているものの、新規参入企業の誘発などを通じて異
業種や外資系も巻き込んだ競争激化が継続しております。
　新型コロナウイルス感染症は消費者の生活様式や購買行動を変化させたほか、ロシア・ウクライナ情
勢の緊迫による原料価格の高騰等、深刻な世界的ダメージにより、引き続き厳しい市場環境が続くこと
が想定されます。
　こうした国内アパレル市場や消費者の大きな変化の中で、永続的に成長を遂げ、勝ち続ける企業組織
であるためには、これらの環境変化の認識のもと、更なる変革が必要であると認識しております。そし
て、自己変革を具現化するためにも、以下の点を対処すべき課題と認識し、解決に向けて重点的に取り
組んでまいります。

１）事業収益力の向上
　当社グループは、各事業セグメント間の密接な連携や相互の活用で一枚岩を図りつつ、それぞれのセ
グメントで異なる外部顧客に向けた営業活動等に取り組んでおります。
　それぞれの事業セグメントの具体的な課題や取り組みについては、以下のとおりであります。
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(3）重要な親会社及び子会社の状況、(4）対処すべき課題

(ブランド事業)
　国内外のアパレルブランド及び国内ライフスタイルブランドにおいては、強化すべきブランドと店舗
への選択と集中に取り組んでまいりました。デジタル事業、プラットフォーム事業を拡大させていくた
めにも、ブランド事業が強靭であるということが当社グループの競争力の源泉との認識のもと、子会社
各社が市場最適に向けた改善活動を行っていることに加えて、様々なテーマの改革をグループ横断で実
施しております。
　成熟した市場では、過去のようなブランド開発や新規出店だけに頼った収益成長が見込めないと判断
しており、また、コロナ禍後の新しい価値観に対応するためにも、既存のブランドや店舗の付加価値を
再構築するべく、グループに分散していたマーケティング組織を統合しマーケティング強化を進めると
ともに、店頭で販売を担うドレッサーのインフルエンサー化によるＳＮＳ経由でのマーケティングを進
めるなど店舗とＥＣのシームレスなサービス提供に向けて総力を挙げて取り組んでまいります。
　これらの取り組みを通じて、既存店売上前年比については、「利益を伴わない売上は追わない」とい
う基本方針を維持して、値引き販売を抑制しつつ、100％超を目指してまいります。
　この他、国内ライフスタイルブランド店舗の出店や、主に地域密着が重要な近隣商圏型ショッピング
センター（ＮＳＣ）を対象に、当社グループのアパレル企画開発力とストアの運営ノウハウを最大限に
活用したフランチャイズ事業の出店や、店舗での顧客体験価値向上の一環として店舗改装も進めてまい
ります。
　投資サブセグメントには外部より連結加入してきた会社が含まれております。事業再生が必要な場
合、ブランドポートフォリオや会社規模等を総合的に勘案し、㈱ワールドインベストメントネットワー
ク又はその傘下の孫会社の下に移した上で、管理支援を行っております。これらの会社に対する事業開
発の推進やその先にある収益構造の確立といった実績を積み重ね、一連の取り組みをサービスとして当
社がアパレル業界へ展開していくことを目指してまいります。
　なお、傘下の子会社については、事業のＰＭＩ（Ｍ＆Ａ後統合プロセス）を含む改革を実行し、一定
程度の収益確保が認められる場合、当該子会社の事業内容に適した事業セグメントへ移管しておりま
す。
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(3）重要な親会社及び子会社の状況、(4）対処すべき課題

(デジタル事業)
　デジタル事業では、Ｂ２ＢソリューションとＢ２Ｃネオエコノミーという二つの領域に分け、Ｂ２Ｂ
ソリューションでは当社グループの内から外へサービスラインを展開しており、Ｂ２Ｃネオエコノミー
では顧客の変化に適合した新たなファッション・サービスの開発に取り組んでおります。
　Ｂ２Ｂソリューションにおいては、ＥＣ等における受注、梱包、発送、入金等の一連のプロセスを指
すフルフィルメント、バリューチェーンをフルカバーする多様な機能群に至る、ファッションビジネス
に必要な全ての業務領域を支えるデジタルプラットフォームの構築と提供を推進しております。当社グ
ループのリアルな事業経験に裏打ちされたシステムは、「中小企業でも低廉なコストで利用できるサー
ビス」をコンセプトに他社への魅力あるサービス提供も視野に入れて、全業務領域のシステム刷新に伴
う開発投資を行ってまいりました。今後は、ベンダーと協業で業界の共通基盤としてのシステムや付随
するОМОコマース事業のソリューションを提供するほか、プロジェクトマネジメント、業務設計等の
ＩＴ・業務コンサルティング、及びデジタルマーケティング運用等の受託事業へ進化させることで収益
貢献を積み上げてまいります。
　一方、Ｂ２Ｃネオエコノミーにおいては、顧客の変化に合わせたビジネス・シーズを増やすべく、デ
ジタル軸で新たなサービスの開発・展開に乗り出し、当社グループに足りない技術や資源、ノウハウに
ついて外部から獲得・補強を進めてまいりました。「所有から利用へ」、「マスからパーソナルへ」、
「一方通行から双方向へ」といったキーワードに代表されるように、消費の在り方そのものが大きく変
化するなか、「次世代ファッションのビジネスモデル開発で欠かせないのが『つなぎ目にあるロス』を
埋める協業である」という思想に基づき、従来の大量生産・大量販売からリユース・オフプライスとい
った今あるモノを循環させるサーキュラー・エコノミーへと、過去における事業開発とは発想や仕様、
手法から大転換していることが特徴です。今後、グローバルかつ、商品仕入を工夫することで魅力ある
顧客サービスへ改善し、収益性を高めてまいります。

(プラットフォーム事業)
　プラットフォーム事業においては、当社グループが長年にわたって培ってきた様々なノウハウと仕組
みが凝縮された、多業態・多ブランドを支えてきたプラットフォームを、積極的に外部企業にも開放す
る形で各種サービスの提供へ取り組んでおります。
　生産プラットフォームにおいては、ＯＥＭ受託として、国内から中国、アセアンにいたる幅広い生産
基盤や商標資産、企画機能といった生産支援メニューを外部企業に提供しております。
　販売プラットフォームにおいては、店舗開発や販売代行、在庫消化といった多様な販売支援メニュー
を提供しております。
　また、ライフスタイルプラットフォームとして、当社グループが多様な販売チャネルへの直営店の展
開を通じて培ってきたノウハウやアセットも活用します。例えば、店舗設計や什器調達、ＶＭＤ(注)機
能等をファッション関連企業に空間創造支援サービスとして提供するほか、競争優位性のある海外什器
調達力を背景にホテルや飲食店の内装等にも事業範囲を拡大しております。この他、シェアードサービ
スプラットフォームとして、ファッションビジネスに関わる様々な事務処理・手続き等の各種事務サー
ビスを一括で受託できる体制を整えています。
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(3）重要な親会社及び子会社の状況、(4）対処すべき課題

　こうした当社グループの各種プラットフォームを顧客ニーズによって組み合わせ、ワンストップでサ
ービスを提供することは、例えば、海外ブランド企業の日本進出支援に有効な手段となります。海外企
業の日本初進出時には、店舗開発や店舗運営、経理等の本部機能やシステム構築、物流網の設置など、
起業特有の多岐にわたる分野で幾つものハードルがあります。当社グループは、顧客の事業課題の特
定、戦略構築から伴走しながら、顧客にとっての最適商品・サービス開発・提供によって付加価値を高
め、真のパートナーとなることを目指してまいります。

（注）ＶＭＤとは、ヴィジュアル・マーチャンダイジングの略。ディスプレイ、インテリア、販売促進など商品ＭＤを視覚
面からサポートする専門機能

２）財務体質の改善
　当社グループは、保有資産の有効活用による価値極大化も目指しており、資産に対するリターンであ
る資産効率の向上に取り組んでおります。
　これまで、ブランド事業の中核的なアセットである棚卸資産の圧縮で在庫回転率の改善を進めたほ
か、不動産の入れ替えなどで固定資産の収益力も引き上げました。こうした資産の効率性及び収益力の
向上を図るとともに、その対となる資金調達面において、負債・資本バランスといった財務体質の改善
を進めました。
　ＭＢＯ時の資金源として銀行借入やメザニンを利用した経緯のほか、永久劣後特約付ローン（注）によ
る資金調達で、資本に対する借入金の割合が大きいといった課題が依然としてあるものの、永久劣後特
約付ローンについては当連結会計年度に全てを前倒しで任意弁済したことで、財務体質の健全化に一定
の目処が立ちました。今後は、事業活動により得た利益を原資として、引き続き有利子負債の圧縮を進
めるとともに、資金配分の重点を成長投資と株主還元へ移行していくことを目指してまいります。
　なお、当社グループでは、債務返済の能力及び事業の収益性・成長性を持続的に向上できるよう、有
利子負債と株主資本の最適な資本構成を検討する目的から、ネットD/Eレシオを財務体質の健全化指標
としております。中長期的にネットD/Eレシオ0.5倍を目指してまいります。

（注）永久劣後特約付ローンは、元本の弁済期日の定めがなく利息の任意繰延が可能なことなどから、国際会計基準
（IFRS）における「資本性金融商品」に分類され、本劣後ローンによる調達額は、当社連結財政状態計算書上、
「資本」に計上されることになります。

３）人材等のリソースの確保
　当社としましては、今後の事業の柱に不可欠な人材や資金といったリソースの確保も重要課題と認識
しており、企業価値改善と従業員価値改善の好循環を通じてステークホルダーの価値改善を実現してま
いります。
　当社グループは、ファッションテックといった新たな分野に秀でた技術や人材を確保するため、グロ
ーバル・オファリングにより調達した資金を活用し、Ｍ＆Ａなどを通じエンジニア等の人材を得てきま
した。今後は、当社グループの事業構造の非連続な変革の実現には、優秀な人材の確保が引き続き重要
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と認識しており、まずはコロナ禍で傷んだ従業員処遇の回復に加え、持続的な従業員処遇改善に取り組
んでまいります。加えて、外部人材を登用し、継続的に次世代リーダーを輩出していく仕組みづくりに
も注力してまいります。

４）コーポレート・ガバナンスの強化
　当社はグループ企業価値を高めるため、事業持株会社としてグループ経営戦略を立案し、子会社間で
のシナジー効果の追求や子会社に対する管理・監督機能を適正かつ有効に発揮すべく、今後もグループ
の業務や組織運営、事業ポートフォリオの最適化や保有資産の価値最大化に取り組んでまいります。
　そして、企業の社会的責任（ＣＳＲ）の高まりに継続的に応えていくため、今後も意思決定プロセス
の透明性確保や企業経営の効率性向上に注力するとともに、コンプライアンス体制の強化と内部統制シ
ステムの充実を図ってまいります。
　また、監督と執行の分離で迅速な意思決定を行うことにより、グループ企業価値の更なる向上を目指
しております。同時に、社外取締役が過半数を占める取締役会の監督機能の強化や役員の健全な新陳代
謝の進展なども図っており、グループの経営力の更なる向上並びにコーポレート・ガバナンス体制の一
層の強化に取り組んでおります。

②　サステナビリティに関する考え方及び取り組み
　当社グループは、『価値創造企業グループ』として長期的・持続的に価値を創造し、提供し続けるた
めには「持続可能な社会の実現」への貢献が不可欠であり、環境負荷及び社会活動に関する取り組みを
企業経営における重要課題のひとつと位置づけております。
　そして、分散構造故に見える化が進んでいないファッション業界において、環境負荷の見える化を進
めるとともに「ワールド・ファッション・エコシステム」を通じて、ファッション産業の多様性と持続
性の両立を目指し、産業全体の構造的課題の解消に向けて積極的に取り組んでおります。
　「ワールド・ファッション・エコシステム」の構築を一段と高次元なものに昇華させることで、新た
な成長機会の創出や社会が共感できる価値を創造すべく、ワールドグループならではの持続可能な社会
に向けた戦略指針を具体化し、2022年６月にＴＣＦＤ提言への賛同表明とともに、脱炭素社会の実現
に向けて当社グループ独自の「ワールド・サステナビリティ・プラン」を公表しました。目標達成に向
けたKPIを設定し、各施策を実施しております。また、実現に向けた基盤として、人的資本経営のフレ
ームワークの構築やダイバーシティの推進をしております。なお、「ワールド・サステナビリティ・プ
ラン」の詳細は当社ウェブサイト（https://corp.world.co.jp/csr/）をご参照ください。
　人的資本経営の取り組みにおいては、「知識の利用可能性向上（ナレッジ共有の進化）」「ワークフォ
ースの最適化（生産性向上）」「多様性の向上」「エンゲージメントの向上（組織力向上）」いう４つの取
り組みテーマにおいて、事業戦略及び事業成長の進捗に基づいたKPIを設定して推進しております。
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(5）主要な事業内容

⑸　主要な事業内容
　当社グループは、当社、子会社46社及び持分法適用関連会社４社より構成されております。
　当社グループの事業内容は、国内外にて婦人、紳士及び子供衣料品並びに服飾雑貨の販売を営むブラン
ド事業、ファッションに特化したＥＣモール運営や情報・物流システムの業務受託等のデジタルソリュー
ションの提案、デジタル軸での新たなサービスの開発・展開を担うデジタル事業、衣料品並びに服飾雑貨
等の生産・調達・貿易や什器製造販売を通じた空間創造支援等のプラットフォーム事業を営んでおりま
す。
　以上の概要を図示すると次のとおりであります。

事業持株会社

《デジタル事業》《共通部門》 ㈱ワールド

経営管理
経営
指導料

《
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
》

経営管理
経営
指導料

《
ブ
ラ
ン
ド
事
業
》

経営管理
経営
指導料

《
デ
ジ
タ
ル
事
業
》

消
　
費
　
者
　
・
　
法
　
人

商品の
供給

サービス、
役務の提供

商品の
供給

ＥＣサイト
の運営

商品の
販売

ＥＣサイト
の運営

商品の供給、販売

サービス、役務の提供
商品の販売

投資

投　資　先

－ 43 －



2025/04/29 16:17:39 / 24174107_株式会社ワールド_招集通知_電子提供措置用

(6）主要な営業所及び工場

名 称 所 在 地

本 社 兵 庫 県 神 戸 市 中 央 区

東 京 支 店 東 京 都 港 区

会 社 名 所 在 地

㈱フィールズインターナショナル 兵 庫 県 神 戸 市 中 央 区

㈱アルカスインターナショナル 兵 庫 県 神 戸 市 中 央 区

㈱ライフスタイルイノベーション 東 京 都 港 区

㈱エクスプローラーズトーキョー 兵 庫 県 神 戸 市 中 央 区

㈱ナルミヤ・インターナショナル 東 京 都 港 区

⑹　主要な営業所及び工場（2025年２月28日現在）
①　当社

②　子会社等
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(7）使用人の状況、(8）主要な借入先及び借入額

事　業　セ　グ　メ　ン　ト 従　業　員　数 前連結会計年度末比増減

ブ ラ ン ド 事 業 5,353 名 ＋214 名

デ ジ タ ル 事 業 359 名 △21 名

プ ラ ッ ト フ ォ ー ム 事 業 1,573 名 △222 名

共 通 部 門 221 名 △2 名

合 計 7,506 名 △31 名

従　業　員　数 前事業年度末比増減 平　均　年　齢 平均勤続年数

308 名 ＋8 名 43.4 歳 15.8 年

⑺　従業員の状況（2025年２月28日現在）
①　企業集団の従業員の状況

（注）従業員数には、他社への出向者を含んでおります。前連結会計年度においては0名、当連結会計年度においては2名となって
おります。

②　当社の従業員の状況

（注）従業員数には、他社への出向者25名を含んでおります。

借 入 先 借 入 金 残 高

㈱ 三 井 住 友 銀 行 36,477 百万円

㈱ 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 17,425 百万円

㈱ み ず ほ 銀 行 12,429 百万円

㈱ 日 本 政 策 投 資 銀 行 9,288 百万円

三 井 住 友 信 託 銀 行 ㈱ 2,115 百万円

㈱ S B I 新 生 銀 行 2,060 百万円

⑻　主要な借入先及び借入額（2025年２月28日現在）
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(1）株式の状況、(2）新株予約権等に関する事項

区 分 発行可能株式総数 発行済株式の総数 株 主 数
普通株式 137,500,000 株  34,070,357 株 31,890 名

（注）

株 主 名
当社への出資状況

持　株　数 持株比率
（注）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 4,402,900 株 12.9 %

寺井　秀藏 2,344,754 株 6.9 %

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 1,562,600 株 4.6 %

合同会社エイ・ティ興産 1,000,000 株 2.9 %

合同会社ケイ・エム興産 1,000,000 株 2.9 %

合同会社ワイ・アール興産 1,000,000 株 2.9 %

合同会社イー・エイチ興産 840,000 株 2.5 %

上山　健二 695,400 株 2.0 %

畑崎　重雄 600,000 株 1.8 %

野村證券株式会社 534,822 株 1.6 %

２．会社の現況
⑴　株式の状況（2025年２月28日現在）

①　会社が発行する株式の総数、発行済株式の総数及び株主数

（注）自己株式320,608株を除く。

②　大株主

（注）持株比率は、自己株式320,608株を控除して計算しております。
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(1）株式の状況、(2）新株予約権等に関する事項

区分 株　式　数 交付対象者数

取締役（監査等委員及び社外取締役を除く） 14,600 株 3 名

取締役（監査等委員） － 株 － 名

社外取締役（監査等委員を除く） － 株 － 名

③　当事業年度中に職務執行の対価として当社役員に対し交付した株式の状況

（注）当社の株式報酬の内容につきましては、「２．会社の現況　(3)　会社役員の状況　⑤　取締役の報酬等の内容に係る決定方
針」に記載しております。

⑵　新株予約権等に関する事項
①　当事業年度の末日において当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の状

況
該当事項はありません。

②　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の状況
該当事項はありません。
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(3）会社役員に関する事項

氏 名 地 位 及 び 担 当 重要な兼職の状況 当社と兼職先との関係

鈴 木 　 信 輝 代表取締役社長執行役員

中 林 　 恵 一 取 締 役 副 社 長 執 行 役 員

㈱ワールドインベストメントネッ
トワーク 共同代表
㈱ナルミヤ・インターナショナル 
取締役

畑 崎 　 充 義 取 締 役

青 木 　 英 彦
取 締 役
取 締 役 会 議 長
（業務執行権のない取締役会長）

東京理科大学大学院 経営学研究
科 技術経営専攻教授
加藤産業㈱ 社外取締役
㈱物流革命 社外取締役

特別な関係はありません

佐 藤 　 秀 哉 取 締 役

㈱テラスカイ 代表取締役社長
TerraSky Inc. CEO
㈱スカイ365 取締役
㈱テラスカイベンチャーズ 取締役
Terrasky Thailand co., ltd. 取締役
㈱Cuon 取締役
㈱リベルスカイ 取締役
㈱Quemix 取締役
㈱テラスカイ・テクノロジーズ 
取締役
㈱エノキ 取締役
㈱DiceWorks 取締役

特別な関係はありません

堤　　  はゆる 取 締 役 OFFICE HAYURU 代表
学校法人大阪女学院 監事 特別な関係はありません

⑶　会社役員の状況
①　取締役（2025年２月28日現在）
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(3）会社役員に関する事項

氏 名 地 位 及 び 担 当 重要な兼職の状況 当社と兼職先との関係

松 沢 　 直 輝 取 締 役
（ 常 勤 監 査 等 委 員 ）

福 島　 かなえ 取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

㈱イクシス 監査役
宇都宮・清水・陽来法律事務所 
パートナー
東京都労働委員会公益委員
㈱ソラスト 監査役

特別な関係はありません

冨 田 　 尚 子 取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

㈱WHI Holdings 社外取締役 監
査等委員
㈱インテリックス 社外取締役
Y&N Management㈱ 代表取締役

特別な関係はありません

氏名 退任日 退任事由 退任時の地位・担当及び重要な兼職の状況

上 山 　 健 二 2024年５月28日 任期満了 代表取締役会長
㈱ナルミヤ・インターナショナル 取締役

鈴 木 　 政 士 2024年５月28日 任期満了
取締役
㈱ジャックス 社外取締役
㈱エイジス 社外取締役

関 　 　 美 和 2024年５月28日 辞任

取締役（監査等委員）
大和ハウス工業㈱ 社外取締役
MPOWER PARTNERS FUND ゼネラルパートナー
そーせいグループ㈱ 社外取締役
㈱助太刀 社外取締役

（注）１. 取締役　青木英彦、取締役　佐藤秀哉、取締役　堤はゆる、取締役（監査等委員）福島かなえ、及び取締役（監査等委
員）冨田尚子は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

２. 当社は取締役　青木英彦、取締役　佐藤秀哉、取締役　堤はゆる、取締役（監査等委員）福島かなえ、及び取締役（監査
等委員）冨田尚子を㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ております。

３. 取締役（監査等委員）松沢直輝は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由は、取締役会以
外の重要な会議等における情報共有や、内部監査部門等との十分な連携により、監査等委員会の監査・監督機能を強化す
るためであります。

４. 取締役（監査等委員）福島かなえは、裁判官や上場会社の社外取締役として豊富な経験があり、法務及びリスク管理に関
する相当程度の知見を有するものであります。

５. 取締役（監査等委員）冨田尚子は、会社経営者や上場会社の社外取締役として豊富な経験があり、会計や金融に関する相
当程度の知見を有するものであります。

②　事業年度中に退任した会社役員
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(3）会社役員に関する事項

③　責任限定契約に関する事項
責任限定契約の内容の概要
　当社は、取締役（業務執行取締役等である者を除く。）の責任限定契約に関する規定を定款に設けてお
ります。当該定款に基づき、当社が取締役青木英彦、取締役佐藤秀哉、取締役堤はゆる、取締役（監査等
委員）松沢直輝、取締役（監査等委員）福島かなえ及び取締役（監査等委員）冨田尚子と締結した責任限
定契約の内容の概要は、次のとおりであります。
　取締役（業務執行取締役等である者を除く。）は、本契約締結後、会社法第423条第１項の責任を負担
する場合において、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、損害賠償責任は、会社法
第425条第１項の最低責任限度額を限度とする。

④　役員等賠償責任保険契約の内容の概要等
　当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結してお
り、これにより、取締役等が業務に起因して損害賠償責任を負った場合における損害（ただし、保険契約
上で定められた免責事由に該当するものを除きます。）等を填補することとしております。
　なお、当該保険契約の被保険者は、当社、国内連結子会社、海外子会社及び当社の実質的支配下にある
持分法適用会社、当社及び国内連結子会社の取締役（監査等委員含む。）、監査役及び執行役員等の管理
監督の立場にある従業員、海外子会社及び持分法適用会社の取締役及び監査役のうち当社からの出向者で
ある者、ならびに海外子会社及び当社の実質的な支配下にある持分法適用会社における執行役員等の管理
監督の立場にある従業員であり、保険料は特約部分も含め会社が全額負担しております。

⑤　取締役の報酬等の内容に係る決定方針
　当社は、取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針について、委員の過半数が社外取締役で構成
される任意の指名・報酬委員会の承認を経たうえで、取締役会において決議しております。なお、取締役
の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、任意の指名・報酬委員会において、決定方針との整合性を
含めた多角的な検討を行っているため、取締役会も基本的にその審議内容を尊重し、決定方針に沿うもの
であると判断しております。

イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等
　取締役の報酬等は、取締役（監査等委員である者を除く。）と監査等委員である取締役を区分し
て、株主総会において定められた報酬総額の範囲内において各取締役に配分するものとし、その配分
は、委員の過半数が社外取締役で構成される任意の指名・報酬委員会の承認を経たうえで、取締役会
において決議しております。ただし、監査等委員である取締役の報酬は、監査等委員である取締役の
協議にて決定しております。
　報酬等の種類については、基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬（譲渡制限付株式）の３種類の組
合せとしております。ただし、監査等委員及び社外取締役については、その役割の性質上、利益向上
そのものを目標としないことに照らして、基本報酬のみとし、業績連動報酬及び株式報酬は支給しな
い方針としております。
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(3）会社役員に関する事項

区　　分
基本方針

基本報酬 業績連動
報酬等 株式報酬

取締役（監査等委員及び社外取締役を除く。） 66.77％ 14.24％ 18.99％

取締役（監査等委員）（社外取締役を除く。） 100％ 0％ 0％

社外役員 100％ 0％ 0％

　基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬の内容は、全て任意の指名・報酬委員会にて承認され、かつ
これらの報酬の割合（構成比率）についても、任意の指名・報酬委員会で承認を経て、取締役会にて
決議されております。
　取締役の個人別の報酬等の内容にかかる決定方針の内容は次のとおりです。

ａ．基本報酬に関する方針
　確定額報酬等については、基本報酬として職位に応じて定めた額を毎月支給しております。

ｂ．業績連動報酬等に関する方針
　業績連動報酬等については、職位に応じて定めた業績連動報酬の標準値の額に連結コア営業
利益、親会社の所有者に帰属する当期利益及びESG指標の計画達成度の指標に従って係数をか
け、翌連結会計年度の５月に支給しております。

ｃ．非金銭報酬等に関する方針
　非金銭報酬等（株式報酬・ストックオプション）については、職位に応じて定めた額の株式
報酬を各事業年度の一定の時期に支給しております。株式報酬は譲渡制限付株式（RS）として
おり、１年間の任期を全うすることを条件に３年間の譲渡制限期間が満了した時点で譲渡制限
が解除されます。

ｄ．報酬等の割合に関する方針
　基本報酬、業績連動報酬及び株式報酬の内容は、全て任意の指名・報酬委員会にて承認さ
れ、かつこれらの報酬の割合（構成比率）についても、下表を基本方針として、任意の指名・
報酬委員会で承認を経て、取締役会にて決議されております。

（注）１．基本方針に適用された割合を基に、経済情勢を鑑み報酬等の割合を調整しており、任意の指名・報酬委員会で最終決定し
　　　　　ております。
　　　２．当連結会計年度より、業績連動報酬に係る指標にESG指標の計画達成度を追加しております。
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(3）会社役員に関する事項

区　　分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる
役員の員数
（名）基本報酬 業績連動

報酬等
非金銭
報酬等

取　締　役
（うち社外取締役）

161
(30)

127
(30)

6
(－)

28
(－)

８名
(４名)

取締役（監査等委員）
（うち社外取締役）

37
(19)

37
(19)

－
(－)

－
(－)

４名
(３名)

合　　　計
（うち社外役員）

198
(49)

164
(49)

6
(－)

28
(－)

12名
(７名)

ロ．当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）１. 上表には、2024年５月28日開催の第66回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役２名（うち社外取締役１名）
及び取締役（監査等委員）１名（うち社外取締役１名）を含んでおります。

２. 取締役の報酬等の総額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。
３. 業績連動報酬等を支給する際の指標について、業績及び企業価値向上のインセンティブとして機能するよう財務指標であ

る「連結コア営業利益」及び「親会社の所有者に帰属する当期利益」に加え、非財務指標であるCO2削減等、主要な
「ESG指標」を加味しております。当連結会計年度にかかる実績は、「連結コア営業利益」が17,013百万円、「親会社
の所有者に帰属する当期利益」が11,105百万円でした。なお、業績連動報酬等は、当連結会計年度に係る賞与引当金繰
入額を記載しております。

４. 取締役（監査等委員である者を除く。）の金銭報酬限度額は、2015年６月９日開催の定時株主総会で決議された年額
400百万円（内、社外取締役は30百万円）であります。当該定時株主総会終結時点の取締役（監査等委員である者を除
く。）の員数は５名（うち、社外取締役は２名）です。また、取締役（監査等委員である者を除く。）への賞与は、前記
報酬限度額（年額400百万円）の範囲内で支給することとされております。

５. 監査等委員である取締役の金銭報酬限度額は、2015年６月９日開催の定時株主総会で決議された年額80百万円でありま
す。当該定時株主総会終結時点の監査等委員である取締役の員数は３名です。

６. 取締役（社外取締役及び監査等委員である者を除く。）に対しては、2018年６月15日開催の定時株主総会で、上記年額
（400百万円）の範囲内で、譲渡制限付株式の付与のための報酬額（年額40百万円以内）及び内容を決議しておりま
す。当該定時株主総会終結時点の取締役（社外取締役及び監査等委員である者を除く。）の員数は３名です。

７. 当社は、取締役（社外取締役及び監査等委員である者を除く。）に対して株式報酬を交付しております。当該株式報酬の
内容につきましては、「イ．役員報酬等の内容の決定に関する方針等 c．非金銭報酬等に関する方針」に記載のとおりで
す。また、株式報酬の交付状況は、「２．会社の現況　(1)　株式の状況　③　当事業年度中に職務執行の対価として当
社役員に対し交付した株式の状況」に記載のとおりです。

ハ．当事業年度において支払った役員退職慰労金
　該当事項はありません。
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(4）社外役員に関する事項

区分 氏 名 主な活動出席状況、発言状況及び
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

取 締 役 青 木 　 英 彦

当事業年度に開催された取締役会14回のうち全てに出席いたしま
した。国内外における小売・流通業界担当の証券アナリストとし
ての豊富な経験に基づいた視点から、取締役会では積極的に意見
を述べており、特に経営管理についての専門的な立場から監督、
助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための
適切な役割を果たしております。

取 締 役 佐 藤 　 秀 哉

当事業年度に開催された取締役会14回のうち13回に出席いたしま
した。主に、デジタルトランスフォーメーションについての高い
見識や経営全般についての豊富な経験に基づき、取締役会では当
該視点から積極的に意見を述べており、特に、当社のデジタル事
業における事業の拡大に向けて、専門的な立場から監督、助言等
を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な
役割を果たしております。

取 締 役 堤　　　　はゆる

2024年５月28日就任以降、取締役会11回のうち全てに出席いた
しました。多様な業界における組織開発・人財育成・組織マネジ
メントの経験に加えて、会社経営や上場会社の社外取締役の経験
に基づいた視点から、取締役会では積極的に意見を述べており、
特に組織マネジメントについての専門的な立場から監督、助言等
を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な
役割を果たしております。

取 締 役
（監査等委員） 福　島　　かなえ

当事業年度に開催された取締役会14回のうち全てに、また、監査
等委員会16回のうち全てに出席いたしました。裁判官や上場会社
の社外役員の経験による高度な法務の専門知見に基づき、監査等
委員である取締役として客観的かつ中立的な観点から的確な助言
等を行っており、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適
切な役割を果たしております。

取 締 役
（監査等委員） 冨 田 　 尚 子

2024年５月28日就任以降、取締役会11回のうち全てに、また、
監査等委員会11回のうち全てに出席いたしました。会社経営や上
場会社の社外取締役の経験による会計や金融を中心とした幅広い
見識に基づき、監査等委員である取締役として客観的かつ中立的
な観点から的確な助言等を行っており、意思決定の妥当性・適正
性を確保するための適切な役割を果たしております。

⑷　社外役員に関する事項
①　他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係
　「(3)　会社役員の状況　①　取締役」に記載のとおり、社外取締役が兼務する他の法人等との特別
な関係はありません。

②　当事業年度における主な活動状況
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(5）会計監査人に関する事項

金　　額
当事業年度に係る報酬等の額 63 百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき報酬等の合計額 68 百万円

⑸　会計監査人に関する事項
①　会計監査人の名称

　PwC Japan有限責任監査法人

②　当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬の額を区分
しておらず、実質的にも区分できませんので、①の金額にはこれらの合計額を記載しております。
なお、当社の子会社のうち、台湾和亜留土股份有限公司、世界連合時装（上海）有限公司、世界時興（上海）貿易有限公
司等は、当社の会計監査人以外の公認会計士又は監査法人（外国におけるこれらの資格に相当する資格を有するものを含
む。）の監査（会社法又は金融商品取引法（これらの法律に相当する外国の法令を含む。）の規定によるものに限る。）
を受けています。

２. 当社監査等委員会は、当事業年度の会計監査計画の内容、監査時間及び監査報酬の推移、報酬の前提となる見積りの算出
根拠等を確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第１項の同意を行っております。

③　会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合は、
株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内容を決定いたします。
　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、監査等
委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査等委員会が選定した監査等委
員は、解任後最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨とその理由を報告いた
します。
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(1）業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

３．業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
⑴　業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
　当社は、取締役会において、当社の業務の適正を確保するための体制（以下「内部統制システム」とい
う。）について、以下のとおり決議しております。（最終改定　２０２１年４月２０日）

　当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、以下のとおり、内部統制システムを整備する。

① 当社の取締役及び使用人（執行役員を含む。以下同じ。）並びに当社子会社の取締役及び使用人の職務
の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

・当社及び当社子会社（以下「当社グループ」という。）は、「ワールドグループ行動規範」において、
法令を遵守し、社内規程、企業倫理、社会規範及び経営理念に従い誠実に行動すべきことを行動規範と
して規定し、これをすべての取締役及び使用人が遵守すべき最重要ルールと位置付け、その制定改廃は
取締役会の承認を要するものとする。

・代表取締役　社長執行役員のもと組織されるリスクマネジメント委員会の下にリスクマネジメント担当
役員及び担当部署を設置し、当社グループ全体のコンプライアンス・リスクマネジメントプログラムを
推進する。

・当社グループ全体のコンプライアンスプログラム全般を統括する「コンプライアンス規程」を制定し、
組織体制、リスク評価、教育、問題発生時の対応等を定める。

・「内部通報規程」に基づき、内部通報制度（企業倫理ホットライン）を運用し、行動規範違反・不正行
為等の情報収集を図るとともに、通報案件に対応する。

・当社に内部監査部を設置し、当社グループの財産保全及び業務運営の実態を適正に調査し、不正・誤謬
の発生を防止する。更に、経営の合理化並びに効率化に寄与するとともに、意思の疎通及び業務改善の
実をあげ、内部統制の有効性を評価する機能を担い、あわせて企業の健全な発展を図る。

② 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
・取締役の職務の執行に係る取締役会議事録、社内決裁、契約書等の重要情報を保存するものとし、情報
の保存及び管理に関する体制の詳細は、以下の各規程において定めるところによる。
文書保存・管理全般：「文書管理規程」
機密情報管理　　　：「機密情報保護規程」
契約書管理　　　　：「契約規程」

・情報の保存及び管理に関する社内規程・マニュアルに基づき、取締役及び使用人に対する教育・監査等
を実施する。

・諸規程集等、所定の文書は、ＩＴを活用して常時閲覧できるシステムを構築するものとする。
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(1）業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

③ 当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制
・当社のリスク管理に関する規程（危機管理規程）の対象範囲を当社グループ全体に適用するものとし、
リスクマネジメント委員会は、当社グループ全体のリスクを網羅的・統括的に管理する。

・危機管理規程及びリスク分類別マニュアルに基づき、内部監査部が監査等を実施する。危機管理規程に
定義されたリスクの発生状況、対応結果及び影響等については、リスクマネジメント担当部署が一元管
理を図る。

・代表取締役　社長執行役員のもと組織されるリスクマネジメント委員会の下に担当役員及び担当部署を
設置し、当社グループ全体のコンプライアンス・リスクマネジメントプログラムを推進する。

・当社に設置されたリスクマネジメント委員会は、当社グループ全体のリスク管理を推進する機関とし、
推進にかかわる課題・対応策を審議する。

④ 当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
・当社の執行役員制度により、意思決定の迅速化・効率化と、事業責任の明確化を図るものとする。
・当社グループの職務権限や決裁権限に関する規程に基づき、決裁権限ルートを明確化し、定期的に見直
すことにより、取締役の意思決定の効率化を図るものとする。

・当社と当社子会社とが、相互に密接な連携のもとに経営を円滑に遂行し、ワールドグループとして総合
的に事業の発展を図ることを目的とした当社グループに関する規程を定めるものとする。

・当社のグループ総合戦略に基づく当社子会社戦略は、各子会社が関係部署及び当社関係会社管理組織と
調整のうえで立案する。

⑤ 当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
・当社が定める関係会社管理規程において、子会社の営業成績、財務状況その他の重要な情報について、
当社への定期的な報告を義務づける。

・当社は、当社子会社経営計画検討会を定期的に開催し、会議には、各当社子会社社長又は当社子会社を
代表する役員及び当社関係者が出席し、各社ごとに営業状況、利益目標、経営方針及び計画等について
討議するものとする。

⑥ 当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
・「ワールドグループ行動規範」を国内連結子会社へ適用するものとし、グループで共通化できるルール
は社内規程においてグループ共通諸規程とし、行動規範及び社内規程を基軸として、ワールドグループ
全体でのコンプライアンス体制を推進する。

・関係会社管理規程に基づき設置された関係会社管理組織が、役割機能別に子会社を管掌する。
・グループ会社管理における一定の事項は、当社の審査・合議などを受けるものとする。
・内部監査部がグループ会社監査を実施する。
・当社は、財務報告の信頼性を確保するために、関連する諸法令等に準拠し、財務報告に係る内部統制の
体制構築・整備を推進する。
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(1）業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

⑦ 当社の監査等委員会の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役（監査等委員である
取締役を除く）からの独立性に関する事項並びに監査等委員会の当該使用人に対する指示の実効性の確
保に関する事項

・監査等委員会の職務は、内部監査部において補助するものとする。
・監査等委員会を補助すべき者を置くものとし、その任命及び解任、評価等については監査等委員会の事
前の同意を要するものとし、取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性を確保する。

・監査等委員会を補助すべき者が監査等委員会の職務を補助する場合には、監査等委員会の指示に従うも
のとする。

⑧ 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人並びに当社子会社の取締役及び使用人又
はこれらの者から報告を受けた者が当社の監査等委員会に報告をするための体制

　取締役及び各主管部署の責任者は下記事項につき監査等委員会及び内部監査部（③を除く）に報告をす
る。
（①、②は随時、③、④は定例的）
①　会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
②　取締役・使用人の法令、定款違反等の不正行為
③　内部監査の結果
④　内部通報制度による情報収集及び通報案件への対応の状況

⑨ 当社の監査等委員会に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを
確保するための体制

・通報者に対する不利益な取扱いの禁止を内部通報に関する社内規程において定める。

⑩ 当社の監査等委員の職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職務の執行につ
いて生ずる費用又は債務の処理に係る方針その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保す
るための体制

・取締役及び使用人は、監査等委員が監査の実施のために弁護士、公認会計士、その他の社外の専門家に
対して助言を求める又は調査、鑑定その他の事務を委託するなど所要の費用を請求するときは、当該請
求に係る費用が監査等委員会の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、これを拒むことがで
きない。

・監査等委員会は、定期的に代表取締役及び会計監査人と意見交換する機会を設定するものとする。
・必要に応じて専門家（弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等）から監査業務に関する助言を
受けるなど、監査等委員会の円滑な監査活動を保障する。
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(1）業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

⑪ 反社会的勢力の排除に関する体制
「ワールドグループ行動規範」へ、総会屋や暴力団等企業活動に重大な脅威を与える反社会的勢力に対
し、組織的な対応と毅然たる態度で臨み、反社会的勢力から持ちかけられる要求に対しては恐れること
なく拒否し、関係を一切持たない旨を規定し、反社会的勢力とは一切の関係を持たないこと、及び不当
要求については拒絶することを基本方針とする。
企画運営部を反社会的勢力対応部署と位置付け、対応基準としての「反社会的勢力対応マニュアル」を
整備し、当社と外部機関の連携体制、反社会的勢力の定義、不当要求・不当行為発生時の対応と報告・
相談先等に関して定める。
特殊暴力防止対策連合会、企業防衛対策協議会等の外部専門組織に加盟する等、外部専門機関との連携
を図るとともに、対応部署の社員を中心に積極的に講習への参加等を通じ収集した情報の一元管理・蓄
積等を行う。また反社会的勢力による不当要求が発生した場合には、外部専門機関と連携し、対応を行
えるよう協力体制を構築する。
取引先については、外部調査機関を用いて情報収集を行い、事前にチェックを行う。取引先との間で締
結する基本契約書には、取引先が反社会的勢力であることが判明した場合には、契約を解除できる旨の
暴力団排除条項を盛り込んだ上での契約締結を推進する。
当社グループの社員で基本的な考え方を共有化するため、「ワールドグループ行動規範」及び「反社会
的勢力対応マニュアル」は、社内イントラネットへ掲載のうえ、当社グループ社員に周知徹底する。
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(2）業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要、４．剰余金の配当等の決定に関する方針

⑵　業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社は、内部統制システム構築に関する基本方針に基づき、適正な内部統制を構築しており、当期におけ
る業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであります。

① 取締役会
　当期は、定時及び臨時を含めて14回の取締役会を開催し、法令又は定款の定める事項及び業務執行の
決定等の職務を行っております。業務を執行する取締役は、業務執行状況を３カ月に１回以上、又はその
都度、取締役会に報告しております。

② リスクマネジメント委員会
　当社は、リスクマネジメント委員会において当期に取り組むべき重要リスクを設定し、リスク対応計画
に基づくリスクへの対応を実施するとともに、行動規範及び社内規程等違反行為に関する事前防止策及び
再発防止策等の検討、感染症及び地震等の自然災害へのＢＣＰに沿った対応協議などを実施し、当社グル
ープ全体のコンプライアンス・リスクマネジメントプログラムのＰＤＣＡサイクルを推進しております。

③ コンプライアンス教育研修
　当社は、コンプライアンス規程の主管部門及び関連部門によるコンプライアンス教育を継続的に実施し
ており、当期はコンプライアンスの重要性に関する社長メッセージ、不適切な行為についての具体的事例
を用いた教育研修を実施しました。

４．剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、資本政策の基本指針として、「利益成長」「財務健全」「株主還元」が三位一体でバランスのと
れた持続的な向上を掲げています。また、利益配分の基本方針として、最適資本構成の実現に向けた資本の
充実を図りつつ、株主の皆様に対する利益還元の拡充を経営上の最重要課題の一つと位置づけております。
かかる方針のもと、株主還元の拡充策として持続的な増配の実現を重視しています。成長投資と株主還元を
バランスよく実施していくため、価値創造を伴った成長余地がある限り、利益配分として中間配当及び期末
配当の年２回の剰余金配当が最適との判断に基づくものです。
　2023年５月に公表した中期経営計画「PLAN-Ｗ」では、2026年２月期までの３年間において、配当性
向は30％を目途に維持しつつ、持続的な利益成長を原資とした連続増配による株主還元の拡充を目指して
まいりました。一方、「PLAN-Ｗ」で３ヵ年を想定していた永久劣後特約付ローンの弁済完了が、2025年
２月末に一年前倒しされたことから、財務体質の健全化に一定の目処が立ちました。このため、資金配分の
重点を成長投資と株主還元へ傾斜していく財務基盤が整いつつあり、次期中計の目途として掲げた配当性向
40％に向けた土壌が整ったことから、配当性向は次期より４年間に亘って年2.5％ポイントずつ段階的に引
き上げる方針（30％から40％へ）といたしました。
　なお、当社は会社法第459条の規定に基づき、取締役会の決議によって剰余金の配当を行うことができる
旨を定款に定めておりますが、基本的な方針として期末配当の決定機関は株主総会であります。
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連結財政状態計算書

連結財政状態計算書（2025年２月28日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
   

資　産　の　部 負　債　の　部
流 動 資 産

現 金 及 び 現 金 同 等 物

売 上 債 権 及 び そ の 他 の 債 権

棚 卸 資 産

そ の 他 の 金 融 資 産

そ の 他 の 流 動 資 産

非 流 動 資 産

有 形 固 定 資 産

使 用 権 資 産

無 形 資 産

持分法で会計処理されている投資

繰 延 税 金 資 産

そ の 他 の 金 融 資 産

そ の 他 の 非 流 動 資 産　

90,126

21,748

38,782

27,756

157

1,684

183,754

35,445

40,139

79,024

6,052

5,034

17,355

705 　

流 動 負 債 103,331
仕入債務及びその他の債務 41,476
未 払 法 人 所 得 税 1,578
借 入 金 44,400
リ ー ス 負 債 12,782
そ の 他 の 金 融 負 債 150
そ の 他 の 流 動 負 債 2,945

非 流 動 負 債 84,044
借 入 金 42,379
リ ー ス 負 債 32,360
退 職 給 付 に 係 る 負 債 2,359
引 当 金 6,573
そ の 他 の 金 融 負 債 150
そ の 他 の 非 流 動 負 債 222

負 債 合 計 187,375
資　本　の　部

親会社の所有者に帰属する持分合計 81,254
資 本 金 511
資 本 剰 余 金 15,566
利 益 剰 余 金 63,711
自 己 株 式 △39
そ の 他 の 資 本 の 構 成 要 素 1,505

非 支 配 持 分 5,251
資 本 合 計 86,505

資 産 合 計 273,880 負 債 及 び 資 本 合 計 273,880
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連結損益計算書

連結損益計算書（2024年３月１日から2025年２月28日まで）
（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 収 益 225,658
売 上 原 価 92,370
売 上 総 利 益 133,288
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 116,275
そ の 他 の 収 益 5,970
そ の 他 の 費 用 5,885
持 分 法 に よ る 投 資 損 失 301
営 業 利 益 16,796
金 融 収 益 99
金 融 費 用 1,389
税 引 前 当 期 利 益 15,506
法 人 所 得 税 3,257
当 期 利 益 12,249
親 会 社 の 所 有 者 に 帰 属 す る 当 期 利 益 11,105
非 支 配 持 分 に 帰 属 す る 当 期 利 益 1,143
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貸借対照表

貸借対照表（2025年２月28日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
    

資　産　の　部 負　債　の　部
流 動 資 産

現 金 及 び 預 金
受取手形及び売掛金
商 品 及 び 製 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
未 収 入 金
関係会社短期貸付金
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工具、器具及び備品
土 地
リ ー ス 資 産

無 形 固 定 資 産
の れ ん
商 標 権
ソ フ ト ウ ェ ア
ソフトウェア仮勘定

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
関 係 会 社 出 資 金
長 期 貸 付 金
関係会社長期貸付金
長 期 前 払 費 用
差 入 保 証 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

19,771
10,078

72
43
14

284
2,765
6,690

12
△187

105,672
31,786
4,481

0
2

93
25,588
1,621
8,204

942
1

6,007
1,253

65,683
1,003

34,473
2

718
100

28,221
351
550

2,199
13

△1,948 　

流 動 負 債 55,307
買 掛 金 74
短 期 借 入 金 47,002
１年内返済予定の長期借入金 4,686
リ ー ス 債 務 406
未 払 金 1,158
未 払 法 人 税 等 41
未 払 消 費 税 251
未 払 費 用 700
預 り 金 23
賞 与 引 当 金 138
そ の 他 827

固 定 負 債 44,113
長 期 借 入 金 41,442
リ ー ス 債 務 1,406
再評価に係る繰延税金負債 849
退 職 給 付 引 当 金 379
資 産 除 去 債 務 37

負 債 合 計 99,420
純 資 産 の 部

株 主 資 本 24,411
資 本 金 6,000
資 本 剰 余 金 7,599

資 本 準 備 金 244
そ の 他 資 本 剰 余 金 7,355

利 益 剰 余 金 10,850
利 益 準 備 金 809
そ の 他 利 益 剰 余 金 10,042

別 途 積 立 金 2
繰 越 利 益 剰 余 金 10,040

自 己 株 式 △39
評 価 ・ 換 算 差 額 等 1,612

その他有価証券評価差額金 34
土 地 再 評 価 差 額 金 1,577

純 資 産 合 計 26,023
資 産 合 計 125,443 負 債 ・ 純 資 産 合 計 125,443
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損益計算書

損益計算書（2024年３月１日から2025年２月28日まで）
（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 18,090
売 上 原 価 103
売 上 総 利 益 17,987
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 16,973
営 業 利 益 1,014
営 業 外 収 益

受 取 利 息 302
受 取 配 当 金 240
受 取 賃 貸 料 116
貸 倒 引 当 金 戻 入 益 6,615
そ の 他 営 業 外 収 益 36 7,309

営 業 外 費 用
支 払 利 息 876
金 融 手 数 料 199
そ の 他 営 業 外 費 用 836 1,912

経 常 利 益 6,412
特 別 損 失

固 定 資 産 除 売 却 損 574
関 係 会 社 株 式 評 価 損 150
関 係 会 社 株 式 売 却 損 808
事 務 所 移 転 費 用 284
そ の 他 特 別 損 失 59 1,875

税 引 前 当 期 純 利 益 4,536
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 △1,049
法 人 税 等 調 整 額 197 △852
当 期 純 利 益 5,388
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連結会計監査報告

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 北 野 和 行
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山 本 憲 吾

独立監査人の監査報告書
2025年４月24日

株式会社ワールド
取　締　役　会　御　中

PwC Japan有限責任監査法人
大阪事務所

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社ワールドの2024年3月1日から2025年2月28日までの連結
会計年度の連結計算書類、すなわち、連結財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書、連結注記表について監査を
行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求め
られる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠して、株式会社ワールド及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書
類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査
法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関
する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ
る。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容
に対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連
結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な
相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告すること
が求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、連結計算書類を会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求められる
開示項目の一部を省略した会計の基準により作成し、適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書　謄本
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連結会計監査報告

　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを
評価し、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求められる開示項目の一部を省略した
会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がない
かどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。
虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判
断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手する。

・ 　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。

・ 　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見
を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 　連結計算書類の表示及び注記事項が、会社計算規則第120条第1項後段の規定により定められた、指定国際会計基準で求
められる開示項目の一部を省略した会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類
の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・ 　連結計算書類に対する意見表明の基礎となる、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手す
るために、連結計算書類の監査を計画し実施する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指揮、監督及び査閲に関して責
任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の
独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容
可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 北 野 和 行
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 山 本 憲 吾

独立監査人の監査報告書
2025年４月24日

株式会社ワールド
取　締　役　会　御　中

PwC Japan有限責任監査法人
大阪事務所

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社ワールドの2024年3月1日から2025年2月28日までの
第67期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細
書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類
等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査
法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関す
る規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表
明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにあ
る。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に
対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算
書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違
以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告すること
が求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示する
ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合に
は当該事項を開示する責任がある。

会計監査人の監査報告書　謄本
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　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないか
どうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽
表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判
断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・ 　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案
し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を
入手する。

・ 　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・ 　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。

・ 　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継
続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明す
ることが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況に
より、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・ 　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を
適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を
含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査人の
独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている場合又は阻害要因を許容
可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書

　当監査等委員会は、2024年３月１日から2025年２月28日までの第67期事業年度における取締役の
職務の執行について監査いたしました。その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１．監査の方法及びその内容
　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役会決議
の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締役及び使用人
等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明
するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

①　監査等委員会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、会社の内部統制部門と連携の上、重要
な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、必要に応じ
て説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を
調査しました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換
を図り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとと
もに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則
第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005年10月28日企業会計審議
会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、
損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結
財政状態計算書、連結損益計算書、連結持分変動計算書及び連結注記表）について検討いたしまし
た。

監査等委員会の監査報告書　謄本
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２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと

認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認めら

れません。
③　内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統

制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は
認められません。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人PwC Japan有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果
　会計監査人PwC Japan有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

常勤監査等委員 松 沢 直 輝 ㊞
監査等委員 福　 島 　か な え ㊞
監査等委員 冨 田 尚 子 ㊞

2025年４月25日

株式会社ワールド　監査等委員会

（注）監査等委員福島かなえ及び冨田尚子は、会社法第２条第15号及び第331条第６項に規定する社外取締役であ
ります。
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地図

株主総会会場ご案内略図

場 所
　

ワールド本社ビル 26階 神戸市中央区港島中町六丁目８番１

交 通
　

三宮駅よりポートライナーを利用　市民広場駅下車　徒歩約３分

お願い
　

当社では駐車場・駐輪場のご用意はございませんので、公共交通機関を
ご利用くださいますようお願い申しあげます。

出発地から株主総会会場まで
スマートフォンがご案内します。
右図を読み取りください。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。
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